
大
山
祇
神
社
文
書
の
整
理
と
伝
来

川
　
岡

勉

は
じ
め
に

　
伊
予
国
一
宮
で
あ
る
大
山
祇
神
社
は
、
芸
予
諸
島
の
中
で
最
大
の
面
積
を
も
つ

大
三
島
に
鎮
座
し
、
甲
冑
・
刀
剣
類
を
は
じ
め
と
す
る
貴
重
な
文
化
財
を
所
蔵
す

る
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
る
。
当
社
に
は
中
近
世
の
文
書
や
記
録
類
も
数
多
く
伝
来

し
、
瀬
戸
内
海
地
域
の
歴
史
を
研
究
す
る
上
で
重
要
な
手
が
か
り
を
提
供
し
て
い

る
。　

当
社
に
所
蔵
さ
れ
る
中
世
文
書
を
活
字
化
し
た
も
の
と
し
て
は
景
浦
愉
楽
『
大

山
積
神
社
関
係
文
書
』
（
伊
予
史
料
集
成
5
、
一
九
七
七
年
目
が
あ
り
、
「
大
山
積

神
社
文
書
」
二
十
七
通
と
「
三
島
家
文
書
」
六
十
七
通
が
収
録
さ
れ
、
各
文
書
に

関
す
る
解
説
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
後
、
愛
媛
県
内
外
の
中
世
文
書
を
編
年

順
に
掲
載
し
た
『
愛
媛
県
史
　
資
料
編
　
古
代
・
中
世
』
（
一
九
八
三
年
）
に
も

「
三
島
家
文
書
」
・
「
大
山
積
神
社
文
書
」
が
収
録
さ
れ
た
。
以
上
の
文
書
は
、
大

山
祇
神
社
か
ら
発
行
さ
れ
た
『
愛
媛
県
指
定
重
要
文
化
財
　
大
山
祇
神
社
文
書

三
島
家
文
書
』
（
一
九
八
六
年
）
や
『
今
治
郷
土
史
　
資
料
編
　
古
代
・
中
世
』
（
一

九
八
九
年
）
に
も
翻
刻
文
が
収
録
さ
れ
た
が
、
両
雄
は
中
世
文
書
の
写
真
を
掲
載

し
て
い
る
点
で
貴
重
で
あ
る
。

　
愛
媛
県
教
育
委
員
会
は
、
一
九
八
三
・
八
四
年
度
に
国
庫
補
助
を
受
け
て
古
文

書
緊
急
調
査
「
大
山
祇
神
社
文
書
調
査
」
を
実
施
し
、
そ
の
成
果
を
『
大
山
祇
神

社
文
書
目
録
　
第
一
集
　
－
愛
媛
県
古
文
書
緊
急
調
査
報
告
書
第
一
集
1
』
（
一

九
八
五
年
）
に
ま
と
め
た
（
以
下
、
『
目
録
』
第
一
集
と
略
記
す
る
）
。
つ
づ
い
て

一
九
八
五
・
八
六
年
度
に
も
古
文
書
緊
急
調
査
「
大
山
祇
神
社
文
書
調
査
」
が
実

施
さ
れ
、
『
大
山
祇
神
社
文
書
目
録
　
第
二
集
　
－
愛
媛
県
古
文
書
緊
急
調
査
報

告
書
第
二
集
⊥
（
一
九
八
七
年
）
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
た
（
以
下
、
『
目
録
』
第

二
集
と
略
記
す
る
）
。
こ
の
調
査
に
お
い
て
、
「
三
島
家
文
書
」
十
二
巻
七
十
一
通
、

「
大
山
積
神
社
文
書
」
二
巻
二
十
七
通
の
存
在
が
確
認
さ
れ
た
ほ
か
、
古
文
書
調

査
の
過
程
で
近
世
文
書
の
中
に
中
世
文
書
が
混
入
し
て
い
る
の
が
新
た
に
発
見
さ

れ
、
「
新
出
大
山
祇
神
社
文
書
」
と
し
て
報
告
さ
れ
た
。
『
目
録
』
第
一
集
に
よ
れ

ば
、
「
新
出
大
山
祇
神
社
文
書
」
は
、
中
世
に
作
成
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
文
書

十
六
通
、
近
世
に
な
っ
て
か
ら
作
成
さ
れ
た
写
類
七
十
通
、
近
世
に
入
っ
て
作
成

さ
れ
た
文
書
目
録
九
通
の
合
計
九
十
五
通
を
総
称
し
た
も
の
で
、
す
べ
て
未
表
装

で
あ
る
。
『
目
録
』
第
二
集
で
は
、
そ
の
後
の
調
査
で
新
た
に
発
見
さ
れ
た
中
世

文
書
十
一
通
が
追
加
さ
れ
た
。
「
新
出
大
山
祇
神
社
文
書
」
は
合
計
一
〇
六
通
と

い
う
こ
と
に
な
る
。

　
「
新
出
大
山
祇
神
社
文
書
」
の
発
見
は
、
コ
ニ
三
家
文
書
」
・
「
大
山
積
神
社
文
書
」

で
は
確
認
で
き
な
か
っ
た
新
た
な
中
世
文
書
の
存
在
を
示
し
た
と
い
う
点
で
重
要

で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
大
山
祇
神
社
に
関
係
す
る
文
書
が
中
世
以
降
に
ど
の
よ
う

に
整
理
さ
れ
、
ど
の
よ
う
な
伝
来
過
程
を
た
ど
っ
た
か
を
知
る
上
で
も
興
味
深
い

情
報
が
含
ま
れ
て
い
る
。
従
来
、
古
文
書
学
は
文
書
の
様
式
を
中
心
的
に
扱
う
学

問
と
し
て
発
達
し
て
き
た
が
、
近
年
は
文
書
の
様
式
や
内
容
だ
け
で
は
な
く
、
文

一1一



地域創成研究年報第7号（2012年）

書
の
作
成
プ
ロ
セ
ス
や
機
能
、
さ
ら
に
そ
の
整
理
や
伝
来
過
程
な
ど
を
含
め
て
総

合
的
な
史
料
学
と
し
て
発
展
し
つ
つ
あ
る
。
文
書
の
性
格
や
歴
史
的
位
置
づ
け
を

明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
文
書
が
作
成
さ
れ
た
時
点
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
後
に

お
け
る
文
書
の
機
能
や
整
理
状
況
・
伝
来
過
程
な
ど
を
究
明
す
る
こ
と
の
重
要
性

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ
ソ

が
認
識
さ
れ
つ
つ
あ
る
と
言
え
よ
う
。

　
中
世
の
大
山
祇
神
社
や
社
家
の
動
き
に
つ
い
て
は
、
最
近
も
研
究
が
進
展
を
み

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ

せ
て
お
り
、
文
書
の
伝
来
に
触
れ
た
重
要
な
論
稿
も
出
現
し
て
い
る
。
筆
者
も
、

愛
媛
県
立
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
に
よ
る
「
大
山
祇
神

社
文
書
」
写
真
版
コ
ピ
ー
を
解
読
す
る
作
業
を
通
じ
て
、
文
書
の
整
理
や
伝
来
過

程
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
大
山
祇
神
社
と
関
係
文
書
の
性
格
を
明
ら
か
に
す
る

上
で
避
け
て
通
れ
な
い
課
題
で
あ
る
こ
と
を
認
識
す
る
に
至
っ
た
。
本
稿
は
、
大

山
祇
神
社
に
伝
わ
る
中
世
文
書
の
所
蔵
形
態
や
伝
来
過
程
を
復
元
し
、
中
近
世
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
　

お
け
る
文
書
管
理
の
あ
り
方
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
中
世
文
書
の
歴
史
的
意
義
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
現
存
す
る
文
書
を
分

析
す
る
だ
け
で
は
十
分
で
は
な
い
。
今
こ
こ
に
あ
る
中
世
文
書
が
ど
の
よ
う
に
し

て
伝
わ
り
、
あ
る
い
は
か
っ
て
あ
っ
た
は
ず
の
文
書
が
な
ぜ
失
わ
れ
た
か
を
考
え

る
必
要
が
あ
る
。
と
く
に
中
世
と
現
在
の
問
に
近
世
や
近
代
と
い
う
時
代
が
横
た

わ
っ
て
い
る
こ
と
を
思
え
ば
、
近
世
・
近
代
ま
で
視
野
に
入
れ
な
が
ら
文
書
管
理

の
あ
り
方
を
跡
づ
け
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
中
世
の
大
山
祇
神
社
に
つ
い

て
は
、
神
官
組
織
や
指
揮
命
令
系
統
な
ど
不
明
な
部
分
が
少
な
く
な
い
が
、
中
世

文
書
の
所
蔵
・
整
理
・
伝
来
過
程
の
分
析
は
神
社
内
部
の
構
造
を
探
る
上
で
も
前

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぎ

提
と
な
る
作
業
だ
と
言
え
よ
う
。

大
山
祇
神
社
に
お
け
る
中
世
文
書
の
整
理

（
1
）
　
「
三
島
家
文
書
」
と
「
大
山
積
神
社
文
書
」
の
構
成

『
目
録
』
第
一
集
に
基
づ
い
て
、
「
三
島
家
文
書
」
十
二
巻
七
十
一
通
と

「
大
山

積
神
社
文
書
」
二
巻
二
十
七
通
の
構
成
を
示
す
と
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
コ
ニ
島
津
文
書
」
十
二
巻
（
七
十
一
通
）

　
　
巻
子
「
河
野
家
書
翰
十
四
通
」
　
十
四
通
（
以
下
、
「
三
島
」
1
と
略
記
す
る
）

　
　
巻
子
「
河
野
家
書
翰
十
六
通
」
　
十
六
通
（
以
下
、
］
二
島
」
2
と
略
記
す
る
）

　
　
巻
子
「
下
文
書
出
立
願
状
寄
進
状
等
十
六
通
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
通
（
以
下
、
「
三
島
」
3
と
略
記
す
る
）

　
　
巻
子
「
従
六
波
羅
下
文
八
通
」

　
　
巻
子
「
書
出
禁
制
書
十
四
通
」

　
　
巻
子
「
祝
安
親
軍
忠
申
状
三
通
」

　
　
巻
子
「
尊
氏
将
軍
御
教
書
」

　
　
巻
子
（
巻
名
な
し
）

　
　
巻
子
（
巻
名
な
し
）

　
　
巻
子
（
巻
名
な
し
）

　
　
巻
子
（
巻
名
な
し
）

　
　
巻
子
（
巻
名
な
し
）

　
「
大
山
積
神
社
文
書
」
二
巻

　
　
巻
子
「
乾
」

　
　
巻
子
「
坤
」

　
以
上
を
合
計
す
る
と
、

来
の
活
字
本
は
、

　
景
浦
下
編

と
略
記
す
る
）
は
、

二
巻
二
十
七
通
、

し
て
編
年
順
に
翻
刻
し
て
い
る
。

目
（
以
下
、
「
三
島
」

状
写
、

録
さ
れ
て
い
な
い
。

八
通
（
以
下
、
「
三
島
」

七
通
（
以
下
、
「
三
島
」

三
通
（
以
下
、
「
三
島
」

一
通
（
以
下
、
「
三
島
」

四
通
（
以
下
、
「
三
島
」

四
通
（
以
下
、
「
三
島
」

二
通
（
以
下
、
コ
ニ
島
」

三
通
（
以
下
、
「
三
島
」

三
通
（
以
下
、
「
三
島
」

4
と
略
記
す
る
）

5
と
略
記
す
る
）

6
と
略
記
す
る
）

7
と
略
記
す
る
）

8
と
略
記
す
る
）

9
と
略
記
す
る
）

10

ﾆ
略
記
す
る
）

11

ﾆ
略
記
す
る
）

12

ﾆ
略
記
す
る
）

　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
十
七
通
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
十
三
通
（
以
下
、
「
神
社
」
1
と
略
記
す
る
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
十
四
通
（
以
下
、
「
神
社
」
2
と
略
記
す
る
）

　
　
　
　
　
　
十
四
巻
九
十
八
通
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
従

　
　
　
　
こ
れ
を
す
べ
て
収
録
し
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。

　
　
『
大
山
積
神
社
関
係
文
書
』
（
伊
予
史
料
集
成
5
、
以
下
『
集
成
』

　
　
　
　
「
三
島
家
文
書
」
十
一
巻
六
十
七
通
と
「
大
山
積
神
社
文
書
」

　
　
　
　
合
計
す
る
と
十
三
巻
九
十
四
通
を
収
録
し
、
各
文
書
を
原
則
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
三
島
家
文
書
」
の
う
ち
、
コ
ニ
島
」
3
の
一
通

　
　
　
　
　
3
1
1
と
略
記
す
る
）
の
元
久
二
年
閏
七
月
日
関
東
下
知

お
よ
び
三
通
の
文
書
写
を
収
め
た
巻
子
「
三
島
」
1
2
1
1
・
2
・
3
は
収
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『
愛
媛
県
史
　
資
料
編
　
古
代
・
中
世
』
（
以
下
『
県
史
』
と
略
記
す
る
）
に
は
、

「
三
島
家
文
書
」
の
う
ち
『
集
成
』
に
未
収
録
で
あ
っ
た
四
通
に
加
え
て
「
三
島
」

5
1
7
（
年
未
詳
十
二
月
二
十
三
日
阿
波
守
某
禁
制
）
・
「
三
島
」
9
－
4
（
年
未

詳
二
月
五
日
某
書
状
）
が
本
文
省
略
と
さ
れ
、
十
一
巻
六
十
五
通
が
収
録
さ
れ
て

い
る
。
「
大
山
積
神
社
文
書
」
に
つ
い
て
は
、
二
巻
二
十
六
通
が
収
め
ら
れ
、
「
神

社
」
1
1
！
3
（
慶
長
六
年
五
月
十
一
日
藤
堂
高
虎
寄
進
状
）
は
本
文
省
略
と
な
っ

て
い
る
。
本
文
が
掲
載
さ
れ
た
コ
ニ
百
家
文
書
」
と
「
大
山
積
神
社
文
書
」
の
合

計
は
十
三
巻
九
十
一
通
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
各
文
書
は
愛
媛
県
内
の
中
世
文
書

を
編
年
順
に
掲
載
し
た
中
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
注
意
さ
れ
る
の
は
、
『
愛
媛
県

史
　
資
料
編
　
古
代
・
中
世
』
の
付
録
で
あ
る
『
所
蔵
者
別
文
書
目
録
』
に
は
、

「
三
島
」
1
0
と
「
三
島
」
1
1
の
二
巻
は
「
本
巻
〔
東
大
影
写
本
〕
に
よ
る
」
と
記

載
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
『
愛
媛
県
史
』
編
纂
の
時
点
で
、
こ
の

二
巻
が
大
山
祇
神
社
内
に
確
認
で
き
ず
、
や
む
な
く
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
所
蔵

の
影
写
本
に
基
づ
い
て
翻
刻
さ
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。

　
大
山
舐
神
社
発
行
の
写
真
帳
『
愛
媛
県
指
定
重
要
文
化
財
　
大
山
祇
神
社
文
書

三
島
家
文
書
』
（
以
下
『
写
真
帳
』
と
略
記
す
る
）
と
『
今
治
郷
土
史
　
資
料
編

古
代
・
中
世
』
（
以
下
『
今
治
』
と
略
記
す
る
）
は
、
と
も
に
関
係
文
書
の
写
真

版
を
巻
別
に
収
録
し
た
も
の
で
あ
る
。
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
は
、
「
大
山
積
神
社

文
書
」
二
巻
二
十
七
通
の
す
べ
て
と
、
「
三
島
家
文
書
」
に
つ
い
て
は
「
三
島
」

1
0
・
「
三
島
」
1
2
を
除
く
十
巻
六
十
六
通
で
、
合
計
が
十
二
巻
九
十
三
通
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
な
お
、
『
県
史
』
で
は
東
大
影
写
本
に
基
、
つ
い
て
翻
刻
さ
れ
た
「
三

島
」
1
1
の
写
真
版
が
『
写
真
帳
』
と
『
今
治
』
に
含
ま
れ
て
お
り
、
「
三
島
」
1
1

の
巻
子
が
大
山
祇
神
社
に
現
存
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
ま
た
、
コ
ニ
島
」

10

ﾌ
巻
子
に
つ
い
て
は
、
『
写
真
帳
』
に
も
「
今
治
』
に
も
掲
載
さ
れ
て
い
な
い

が
、
『
目
録
』
第
一
集
に
は
「
三
島
」
1
0
収
録
の
文
書
に
つ
い
て
寸
法
や
紙
数
が

記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
巻
子
も
大
山
祇
神
社
に
現
存
し
て
い
る
可
能
性

が
高
い
。

（
2
）
　
五
つ
の
箱
へ
の
整
理
・
収
納

　
大
山
祇
神
社
に
は
、
コ
ニ
島
家
文
書
」
と
「
大
山
積
神
社
文
書
」
を
収
め
て
い

た
箱
が
伝
来
し
て
い
る
。
こ
の
箱
に
書
か
れ
た
墨
書
が
『
今
治
』
六
五
〇
頁
に
活

字
化
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
示
す
と
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

〔
史
料
1
〕

　
　
箱
－
　
　
従
慶
雲
四
年
至
於
天
正
五
年
也

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
太
立
山
補
任
御
冷
再
三
文
書
出
島
通
之
分
三
巻
入

箱
H

箱
皿

箱
W

箱
V

従
正
安
四
年
至
心
建
武
三
年
也

　
　
マ
じ

御
論
旨
御
令
旨
御
教
書
等
位
通
之
分
一
巻
入

　
従
元
久
二
年
至
尊
正
六
年
賦

下
文
書
出
立
願
状
寄
進
状
十
六
通
之
分
一
巻

　
従
建
長
五
年
至
重
正
安
三
年
也

従
六
波
羅
下
文
八
通
振
分
　
　
　
　
　
一
巻

　
従
応
長
二
年
曾
於
天
文
七
年
也

書
出
禁
制
書
十
四
通
之
分
　
　
　
　
　
一
巻

　
従
元
弘
三
年
至
建
武
三
年
宝

寺
安
親
干
天
申
状
三
通
之
分

河
野
家
書
翰
十
四
通
之
分

同
書
翰
十
六
通
之
分

建
武
三
年
七
月
二
十
六
日

源
尊
氏
将
軍
御
教
書
一
通
四
分
一
幅
入

巻三焦

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
合
計
七
十
八
通
に
及
ぶ
文
書
が
、
十
一
巻
の
巻
子
に
仕
立
て
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ら
れ
、
五
つ
の
箱
に
整
理
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
但
し
、
『
今
治
』

巻
頭
の
口
絵
と
し
て
掲
載
さ
れ
た
文
書
収
納
箱
の
写
真
と
見
比
べ
て
み
る
と
、
〔
史

料
1
〕
の
箱
書
に
は
読
み
誤
り
や
脱
落
が
あ
る
。
例
え
ば
、
箱
1
の
墨
書
に
あ
る

「
御
編
旨
」
と
箱
H
の
「
御
論
旨
」
は
、
と
も
に
「
御
論
旨
」
の
読
み
誤
り
で
あ

る
。
ま
た
、
箱
V
に
書
か
れ
た
「
源
尊
氏
将
軍
御
教
書
一
通
之
分
一
幅
入
」
と
い

う
墨
書
の
横
に
は
、
「
大
祝
職
補
任
状
　
三
通
之
分
一
巻
入
」
と
い
う
墨
書
が
読

み
取
れ
る
。
さ
ら
に
、
各
箱
の
下
部
ま
た
は
端
部
分
に
は
、
「
宝
暦
十
二
壬
午
歳

十
月
　
太
祝
安
躬
改
之
」
と
い
う
墨
書
が
付
さ
れ
、
箱
を
管
理
し
て
い
た
の
が
大

祝
氏
で
あ
り
、
宝
暦
十
二
年
（
一
七
六
二
）
十
月
に
整
理
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ

と
が
う
か
が
え
る
の
で
あ
る
。
以
上
の
点
を
ふ
ま
え
て
、
1
～
V
の
箱
の
中
身
に

つ
い
て
検
討
を
加
え
て
い
こ
う
。

　
1
の
箱
書
に
よ
れ
ば
、
こ
の
箱
に
は
六
通
の
文
書
を
収
録
し
た
三
巻
の
巻
子
が

入
っ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
ど
の
文
書
が
収
め
ら
れ
て
い
た
か
を
考
え

る
手
が
か
り
と
な
る
の
が
、
次
に
掲
げ
る
「
新
出
大
山
祇
神
社
文
書
」
D
6
6
（
愛

媛
県
立
図
書
館
所
蔵
の
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
番
号
、
以
下
D
6
6
と
略
記
す
る
）
の

文
書
目
録
で
あ
る
。

〔
史
料
2
〕
（
新
出
大
山
祇
神
社
文
書
D
6
6
）

　
　
　
　
「
太
極
職
補
任
　
御
論
旨
御
教
書
井
書
出
之
部
　
目
録
」

　
　
　
　
　
　
太
祝
職
補
任

　
　
　
　
御
論
旨
御
下
文
書
出
之
部

　
　
　
　
一
文
武
天
皇
御
論
旨
　
　
一
通

　
　
　
　
　
　
　
前
二
　
御
在
判

　
　
　
　
右
、
慶
雲
四
丁
未
歳
四
月
六
日
　
　
勅
許

　
　
　
　
　
　
　
　
以
上
　
一
巻

建
治
二
年
八
月
七
日

一
惟
康
将
軍
御
下
文

一
通

平
時
宗
在
島
太
心
安
俊
江
零
下
之
、

同
日一

右
之
儀
二
付
目
代
左
衛
門
尉
よ
り
添
状
一
通

　
　
在
判

　
　
　
　
以
上
二
通
一
巻

永
享
九
年
七
月
廿
八
日

一
息
沙
弥
書
出
　
　
　
　
一
通

　
　
　
在
判
鳥
生
備
中
守
江
充
候
、

明
々
三
年
三
月
十
七
日

一
河
野
道
基
よ
り
書
出
　
一
通

　
　
　
　
在
判
越
智
貞
吉
二
補
任
、

天
正
五
年
丁
丑
二
月
九
日

一
河
野
通
直
書
出
　
　
　
一
通

　
　
　
　
在
継
嗣
祝
安
親
子
充
候
、

　
　
　
　
以
上
三
通
一
巻

　
　
　
都
而
六
通
　
三
巻

　
こ
の
文
書
に
見
え
る
三
巻
六
通
の
文
書
は
、
1
の
箱
書
の
記
述
と
内
容
的
に
一

致
す
る
と
考
え
て
間
違
い
あ
る
ま
い
。
最
初
の
一
巻
に
収
録
さ
れ
た
慶
雲
四
年
四

月
六
日
文
武
天
皇
論
旨
と
さ
れ
る
文
書
は
、
C
3
5
1
7
に
あ
る
文
書
写
を
指
し
て

い
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
は
初
代
の
大
祝
と
さ
れ
る
高
橋
冠
者
安
元
に
大
祝
職
を

補
任
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
形
式
等
を
み
る
か
ぎ
り
偽
文
書
と
考
え
ざ
る
を
え
な

い
。
次
の
一
巻
に
収
め
ら
れ
た
建
治
二
年
八
月
七
日
惟
康
将
軍
下
文
・
同
日
目
代

左
衛
門
尉
添
状
は
、
コ
ニ
島
」
1
0
に
収
録
さ
れ
た
二
通
を
指
し
て
い
る
と
み
て
よ

か
ろ
う
。
日
付
は
八
月
七
日
で
は
な
く
、
二
十
七
日
が
正
し
い
。
最
後
の
一
巻
に

収
め
ら
れ
た
永
享
九
年
七
月
二
十
八
日
沙
弥
書
出
・
明
鷹
三
年
三
月
十
七
日
河
野

道
基
書
出
・
天
正
五
年
二
月
九
日
河
野
通
直
書
出
は
、
「
三
島
」
1
1
に
収
録
さ
れ
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た
三
通
を
指
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
以
上
か
ら
、
1
の
箱
に
収
め
ら
れ
て
い
た

の
は
、
慶
雲
四
年
四
月
六
日
文
武
天
皇
論
旨
と
さ
れ
る
偽
文
書
を
収
録
す
る
巻
子

と
「
三
島
」
1
0
お
よ
び
コ
ニ
島
」
1
1
の
三
巻
（
六
通
）
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
し

た
。　

次
に
、
H
の
箱
に
収
め
ら
れ
て
い
た
一
巻
六
通
の
文
書
の
手
が
か
り
と
な
る
の

は
、
左
に
掲
げ
る
D
3
6
の
文
書
目
録
で
あ
る
。

〔
史
料
3
〕
（
新
出
大
山
祇
神
社
文
書
D
3
6
）

　
　
　
　
　
　
　
　
目
録

　
　
　
　
一
御
竃
旨
御
令
旨
御
教
書
等
六
通
三
分

　
　
　
　
　
　
一
巻
一
箱

一
尊
氏
将
軍
御
教
書

一
松
平
美
作
守
様
御
書
出

　
　
　
　
　
右
弐
通
一
コ
入

一
太
祝
嫡
子
祝
安
親
軍
忠
申
状

一
河
野
家
書
翰
十
四
通

一
同
　
　
　
　
十
六
通

　
　
　
　
　
右
三
巻
一
箱
入

通通巻巻巻

一
下
文
書
出
立
願
状
寄
進
状
十
六
通
　
一
巻

一
従
六
波
羅
下
文
八
通
　
　
　
　
一
巻

一
書
出
禁
制
書
　
十
四
通
　
　
　
一
巻

　
　
　
　
　
右
三
巻
一
箱
入

一
伊
書
見
免
田
注
進
状
写
　
　
　
一
巻

＝
二
島
｛
呂
蹴
升
摂
社
修
造
日
時
｛
疋
圭
日
一
通

一
松
平
駿
河
守
筋
痛
供
田
御
寄
附
状
一
通

一
重
見
宮
島
令
旨
一
通
箱
入
　
　
箱
入

　
　
　
以
上

巳
十
月
　
　
　
　
　
　
三
嶋
太
祝

　
一
条
目
に
見
え
る
＝
御
論
旨
御
令
旨
御
教
書
等
六
通
之
分
　
一
巻
一
箱
」
と

い
う
記
述
は
、
〔
史
料
1
〕
に
掲
げ
た
H
の
箱
書
の
記
載
と
符
合
す
る
。
ま
た
、

次
に
掲
げ
る
D
4
4
は
、
箱
1
に
収
め
ら
れ
た
文
書
の
目
録
と
考
え
ら
れ
る
。

〔
史
料
4
〕
（
新
出
大
山
祇
神
社
文
書
D
4
4
）

　
　
　
　
　
　
御
論
旨
御
令
旨
御
教
書
之
部

　
　
　
　
正
安
四
年
二
月
廿
八
日

　
　
　
　
一
後
伏
見
院
御
論
旨
之
写
　
　
一
通

　
　
　
　
　
　
権
右
中
辮
藤
原
朝
臣
井
大
史
小
槻
宿
祢
御
盲
判

　
　
　
　
　
右
者
、
従
古
来
太
祝
家
守
所
持
致
候
、
本
紙
三
嶋
宮
宝
蔵
二
納
候
庭
、

　
　
　
　
　
元
亨
二
年
正
月
十
九
日
之
夜
、
兵
火
二
二
本
社
ヲ
初
メ
土
蔵
等
迄
不

　
　
　
　
　
残
致
焼
失
、
依
之
太
祝
家
ノ
以
写
書
度
々
禁
中
江
奉
伺
工
事
、

　
　
　
　
元
弘
三
年
四
月
廿
五
日

　
　
　
　
一
後
醍
醐
天
皇
御
縮
旨
　
　
　
一
通

　
　
　
　
　
　
申
院
内
大
臣
殿
御
在
判
祝
彦
三
郎
江
賜
之
、

　
　
　
　
建
武
二
年
二
月
廿
二
日

　
　
　
　
一
同
天
皇
御
給
旨

　
　
　
　
　
　
近
綱
御
在
判
祝
彦
三
郎
井
一
族
中
江
賜
之
、

　
　
　
　
三
月
三
日

　
　
　
　
一
大
塔
宮
御
令
旨
　
　
　
　
　
］
通

　
　
　
　
　
　
新
田
左
少
将
御
在
判
祝
彦
三
郎
江
賜
之
、

　
　
　
　
一
御
官
途
之
儀
二
付
従
京
都
之
書
状
一
通

　
　
　
　
　
　
御
在
判
太
祝
右
京
蔵
人
江
充
ル
年
號
無
之
、
二
月
五
日
与
斗
有
之
、

　
こ
こ
に
は
正
安
四
年
か
ら
建
武
二
年
ま
で
の
五
通
の
論
旨
・
令
旨
・
御
教
書
が

掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
1
の
箱
書
や
〔
史
料
3
〕
の
一
条
目
か
ら
は
六
通
の
文
書
が

収
め
ら
れ
て
い
た
は
ず
だ
が
、
〔
史
料
4
〕
は
五
通
し
か
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
。
「
新

出
大
山
祇
神
社
文
書
」
に
は
幾
つ
か
の
文
書
目
録
が
存
在
す
る
が
、
後
掲
の
〔
史
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料
5
・
6
・
7
〕
の
よ
う
に
末
尾
に
「
以
上
○
通
　
一
巻
」
と
書
か
れ
る
の
が
普

通
で
あ
る
。
し
か
し
、
〔
史
料
4
〕
に
は
そ
れ
が
な
い
こ
と
か
ら
み
て
、
こ
の
目

録
は
後
欠
の
可
能
性
が
高
い
。
箱
書
に
は
「
従
正
安
四
年
至
於
建
武
三
年
也
」
と

も
記
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
建
武
三
年
の
文
書
が
も
う
一
通
存
在
し
て
い
た
と
考
え

て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
さ
て
、
〔
史
料
4
〕
を
現
存
す
る
文
書
と
対
応
さ

せ
て
み
る
と
、
「
神
社
」
2
－
1
・
「
三
島
」
9
1
2
・
コ
ニ
島
」
9
1
1
∴
三
島
」

9
1
3
・
「
三
島
」
9
1
4
に
相
当
す
る
と
思
わ
れ
る
。
も
と
も
と
「
神
社
」
2

1
1
の
文
書
は
「
三
島
」
9
に
掲
載
さ
れ
た
四
通
の
文
書
と
と
も
に
（
さ
ら
に
も

う
一
通
を
含
め
て
）
一
つ
の
巻
子
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
こ
の
巻
子

を
収
め
て
い
た
の
が
H
の
箱
で
あ
っ
た
と
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
皿
の
箱
に
つ
い
て
は
、
三
巻
三
十
八
通
の
文
書
が
収
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
〔
史

料
1
〕
の
箱
書
の
記
載
か
ら
う
か
が
わ
れ
る
。
内
容
を
探
る
手
が
か
り
は
、
前
掲

〔
史
料
3
〕
の
七
～
九
条
目
に
見
え
る
コ
下
文
書
出
立
願
状
寄
進
状
十
六
通

一
巻
　
　
一
従
六
波
羅
下
文
八
通
　
一
巻
　
　
一
書
出
禁
制
書
　
十
四
通
　
］
巻

右
三
巻
一
箱
入
」
と
い
う
記
述
で
あ
る
。
こ
こ
に
見
え
る
三
巻
三
十
八
通
の
文
書

の
内
容
は
、
箱
書
の
記
載
と
完
全
に
一
致
す
る
。
こ
の
う
ち
、
最
初
の
一
巻
「
下

文
書
出
立
願
状
寄
進
状
十
六
通
」
の
内
容
を
示
し
て
い
る
の
が
、
次
に
掲
げ
る
D

39

ﾌ
文
書
目
録
で
あ
る
。

〔
史
料
5
〕
（
新
出
大
山
祇
神
社
文
書
D
3
9
）

　
　
　
　
「
下
文
書
出
立
願
状
寄
進
状
等
十
六
通
之
拍
書
」

下
文
書
出
立
願
状
寄
進
状
之
部

一
伊
豫
国
御
家
人
三
拾
弐
人
江
従
実
朝
公
御
下
知
廻
文
音
画
一
通

　
　
御
在
判

　
　
　
奥
二
梶
原
景
時
奉
之
文
有
景
時
判
有
之
乎
、
本
紙
当
世
無
覚
東
、

　
　
右
之
本
書
ハ
芸
州
広
島
築
山
氏
二
所
持
、
御
家
人
多
人
数
之
内
三

　
　
拾
弐
人
達
文
武
猛
者
、
御
撰
出
シ
河
野
通
信
江
御
附
被
成
候
、
尤

　
　
墨
黒
安
時
儀
者
被
補
地
頭
職
格
別
二
賜
吉
岡
庄
、

仁
治
三
年
九
月

＝
二
藍
宮
御
壷
料
畑
壱
町
田
下
文
一
通

　
　
御
並
判

正
応
四
年
正
月
十
六
日

一
鎌
倉
惟
康
将
軍
御
下
文
一
通

　
　
平
時
宗
下
知
太
祝
安
俊
江
賜
之
、

正
和
元
年
十
二
月
十
日

一
為
治
神
馬
七
疋
寄
進
状
　
一
通

　
　
　
祝
衛
門
尉
豊
年
ル
、

元
応
二
年
十
月
廿
日

一
将
軍
家
御
下
文
名
主
職
漁
事
一
通

　
　
御
在
判
祝
衛
門
至
孝
之
、

正
中
二
年
十
二
月
慰
事
日

一
斗
衛
門
尉
為
治
よ
り
下
文
　
一
通

　
　
御
在
忌
寸
豫
目
代
二
充
ル
、

嘉
暦
二
年
十
二
月
十
二
日

一
自
京
都
御
下
文
　
　
　
　
　
一
通

　
　
明
道
御
在
判

建
武
三
年
卯
月
三
日

一
細
川
定
禅
書
出
　
　
　
　
　
一
通

　
　
御
在
判
三
島
太
祝
江
充
ル
、

同
五
年
二
月
廿
一
日

一
細
川
頼
有
書
出
シ
一
通
　
御
在
判

延
元
二
年
十
一
月
十
九
日

一
本
領
安
堵
之
御
下
文
　
　
　
一
通

　
　
散
位
平
定
政
御
在
判
壷
網
安
顕
農
奴
之
、
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貞
和
四
年
十
二
月
九
日

＝
二
士
宮
封
戸
田
下
文
　
　
　
一
通

　
　
紀
朝
臣
御
在
判
越
智
貞
實
江
差
之
、

文
和
二
年
四
月
十
五
日

一
曹
義
尚
よ
り
神
楽
田
寄
進
状
一
通

　
　
御
在
判

応
安
八
乙
卯
年
三
月
十
一
日

一
細
川
頼
浮
立
願
状
　
　
　
　
一
通

　
　
御
在
判

康
暦
元
年
十
］
月
三
日

一
義
満
公
御
下
文
一
通
　
御
在
判

　
　
祝
三
郎
江
被
下
之
、

寛
正
六
年
五
月
廿
六
日

一
細
川
賢
氏
禁
制
書
一
通
御
妻
君

一
書
出
シ
　
　
　
　
　
　
　
一
通

　
　
散
位
行
政
御
在
判
後
九
月
六
日
与
有
之
、
太
根
新
左
衛
門
尉
江
充
ル
、

　
　
以
上
十
六
通
壱
巻

　
現
存
す
る
文
書
と
の
対
応
関
係
を
示
す
と
、
「
三
島
」
3
1
1
・
「
神
社
」
2
－

2
・
「
三
島
」
3
1
2
・
「
神
社
」
2
1
8
・
「
三
島
」
8
1
1
・
「
三
島
」
8
1
2
・

「
三
島
」
8
1
3
・
「
神
社
」
2
1
1
3
・
不
明
・
「
三
島
」
3
1
3
・
「
神
社
」
2
1

3
・
「
神
社
」
2
1
1
0
・
「
神
社
」
2
1
1
4
・
「
三
島
」
3
1
4
・
「
三
島
」
3
1
5
、

「
三
島
」
3
1
6
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
「
三
島
」
3
・
「
三
島
」
8
・
「
神
社
」

2
の
巻
子
に
収
録
さ
れ
た
文
書
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
一
通
だ
け
対
応
関
係
が

不
明
と
し
た
の
は
建
武
五
年
二
月
二
十
一
日
と
さ
れ
る
細
川
頼
有
書
下
で
あ
る
。

こ
れ
に
相
当
す
る
文
書
で
あ
る
可
能
性
を
大
山
祇
神
社
の
中
世
文
書
の
中
か
ら
洗

い
出
し
て
み
た
と
こ
ろ
、
「
三
島
」
8
1
4
の
文
書
が
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
。

こ
の
文
書
は
、
『
県
史
』
や
『
目
録
』
第
一
集
で
は
□
□
三
年
二
月
二
十
日
某
書

下
と
さ
れ
、
『
集
成
』
や
『
写
真
帳
』
・
『
今
治
』
で
は
元
弘
三
年
二
月
二
十
日
と

さ
れ
て
い
る
。
写
真
版
を
見
る
と
年
月
日
や
日
下
の
仕
懸
の
部
分
が
破
損
し
て
読

み
づ
ら
い
が
、
年
号
を
建
武
五
年
と
読
む
こ
と
は
不
可
能
で
は
な
い
。
実
は
こ
の

文
書
の
写
が
「
集
古
文
書
」
巻
十
五
に
含
ま
れ
て
お
り
、
年
月
日
は
建
武
五
年
二

月
二
十
日
、
発
給
者
は
頼
有
と
な
っ
て
い
る
。
『
県
史
』
も
こ
れ
を
採
録
し
、
岩

松
頼
有
書
下
と
し
て
活
字
化
し
て
い
る
。
こ
の
文
書
が
「
三
島
」
8
1
4
と
同
一

の
文
書
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
「
三
島
」
8
の
巻
子
に
含
ま
れ
る
四
通
の
文

書
の
う
ち
三
通
が
「
下
文
書
出
立
願
状
寄
進
状
十
六
通
」
の
巻
子
に
含
ま
れ
る
こ

と
か
ら
み
て
も
、
不
明
の
文
書
が
「
三
島
」
8
1
4
に
対
応
す
る
と
考
え
て
聞
違

い
な
い
だ
ろ
う
。

　
m
の
箱
の
二
つ
目
の
巻
子
「
従
六
波
羅
下
文
八
通
」
の
内
容
を
示
す
の
が
、
次

に
掲
げ
る
D
3
7
の
文
書
目
録
で
あ
る
。

〔
史
料
6
〕
（
新
出
大
山
祇
神
社
文
書
D
3
7
）

　
　
　
　
「
従
六
波
羅
下
文
八
通
之
拍
書
」

　
　
　
　
　
　
従
六
波
羅
下
文
之
部

　
　
　
　
建
長
五
年
三
月
廿
八
日

　
　
　
　
一
従
六
波
羅
殿
下
文
　
　
　
　
　
一
通

　
　
　
　
　
　
　
左
近
将
監
御
在
判
祝
太
郎
江
賜
之
、

　
　
　
　
文
永
二
年
十
月
廿
九
日

　
　
　
　
一
同
下
文
一
通
　
散
位
平
左
近
将
監
御
盲
判

　
　
　
　
永
仁
六
年
十
二
月
十
八
日

　
　
　
　
一
同
下
文
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
通

　
　
　
　
　
　
　
右
近
将
監
前
上
野
介
両
名
御
在
判
、
東
方
地
頭
代
二
毛
ル
、

　
　
　
　
正
安
二
年
三
月
十
八
日

　
　
　
　
一
同
下
文
一
通
　
右
同
断
両
名
御
在
判
、
地
頭
代
二
充
ル
、

　
　
　
　
同
年
八
月
十
八
日
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一
同
下
文
写
一
通
　
右
同
断
両
名
有
之
、

同
三
年
十
一
月
七
日

一
同
下
文
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
通

　
　
　
左
馬
助
平
朝
臣
陸
奥
守
平
朝
臣
両
名
御
在
判

同
年
十
二
月
五
日

一
同
下
文
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
］
通

　
　
右
両
名
御
在
判
、
淡
路
四
郎
左
衛
門
尉
、
宇
佐
美
六
郎
江
充
ル
、

同
十
二
日

一
同
下
文
一
通
　
　
　
　
　
　
　
　
右
同
断

　
　
　
　
　
以
上
八
通
　
一
巻

　
〔
史
料
6
〕
に
見
え
る
八
通
の
文
書
は
、
「
三
島
」
4
1
1
・
「
三
島
」
4
1
2
・

「
三
島
」
4
－
3
・
コ
ニ
島
」
4
■
4
・
コ
早
島
」
4
－
5
・
コ
ニ
島
」
4
－
6
・
コ
ニ

島
」
4
－
7
・
「
三
島
」
4
1
8
に
対
応
す
る
。
す
な
わ
ち
「
三
島
」
4
の
巻
子

に
一
致
す
る
の
で
あ
る
。

　
皿
の
箱
に
収
め
ら
れ
た
最
後
の
巻
子
「
書
出
禁
制
書
　
十
四
通
」
の
内
容
を
示

す
の
が
、
次
に
掲
げ
る
D
4
8
の
文
書
目
録
で
あ
る
。

〔
史
料
7
〕
（
新
出
大
山
祇
神
社
文
書
D
4
8
）

　
　
　
　
　
　
　
　
書
出
禁
制
書
之
部

　
　
　
　
癒
長
二
年
三
月

　
　
　
　
一
院
宣
国
宣
六
波
羅
之
依
御
下
知
三
嶋
画
影
造
栄
之
駐
米
書
附
一
通

　
　
　
　
建
武
二
年
十
月
廿
三
日

　
　
　
　
一
綿
貫
五
郎
藤
原
幸
長
よ
り
御
三
明
神
江
寄
進
状
一
通

　
　
　
　
康
鷹
元
年
十
一
月
十
五
日

　
　
　
　
一
沙
弥
覚
道
よ
り
同
寄
進
状
一
通
在
判

　
　
　
　
文
安
元
年
八
月
十
九
日

頃
　
　
　
一
河
野
刑
部
太
息
よ
り
書
出
シ
一
通
、
在
判
太
郎
三
三
江
充
ル
、

長
禄
二
年
戊
寅
三
月
山
日

一
宇
佐
美
伊
勢
守
通
重
よ
り
御
鉾
明
神
台
寄
進
状
一
通
並
判

同
三
年
三
月
八
日

一
河
野
伊
豫
守
通
春
よ
り
書
出
一
通

　
　
　
　
在
判
三
嶋
太
祝
江
充
ル
、

慮
仁
元
年
十
二
月

一
河
野
刑
部
太
輔
よ
り
禁
制
書
一
通
在
判

文
明
九
年
十
二
月
十
二
日

一
河
野
伊
豫
守
通
春
よ
り
禁
制
書
出
一
通
在
判

同
十
三
年
六
月
廿
九
日

一
重
見
掃
部
頭
通
昭
よ
り
書
出
一
通
在
判

同
十
七
年
八
月
廿
一
日

一
斗
同
人
よ
り
書
出
シ
一
通
在
判

永
正
六
年
八
月
三
日

一
河
野
通
直
よ
り
書
出
一
通
在
判

大
永
五
年
三
月
一
日

一
河
野
太
郎
通
直
よ
り
別
宮
太
息
皇
室
書
出
一
通
性
癌

天
文
七
年
五
月
十
日

一
弾
正
少
弼
通
直
よ
り
書
出
一
通

　
　
　
　
在
判
塔
本
宮
壽
江
充
ル
、

一
三
好
阿
波
守
禁
制
書
　
　
一
通

　
　
　
　
在
判
年
號
無
之
十
二
月
廿
三
日
与
斗
有
之
、

　
　
　
　
以
上
十
四
通
　
一
巻

　
現
存
す
る
文
書
と
の
対
応
関
係
を
示
す
と
、
「
神
社
」
2
1
5
・
「
神
社
」
2
i

9
・
「
神
社
」
2
1
1
1
・
「
三
島
」
5
1
1
・
「
神
社
」
2
1
1
2
・
「
神
社
」
2
1
4
・

「
三
島
」
5
－
2
・
コ
ニ
島
」
5
1
3
・
「
神
社
」
2
1
6
・
「
神
社
」
2
1
7
・
「
三
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島
」
5
1
4
・
「
三
島
」
5
1
5
∴
三
島
」
5
1
6
・
「
三
島
」
5
1
7
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
「
神
社
」
2
の
巻
子
に
含
ま
れ
る
七
通
と
「
三
島
」

5
の
巻
子
掲
載
の
全
文
書
（
七
通
）
は
、
も
と
は
一
巻
の
巻
子
に
収
録
さ
れ
て
い

た
こ
と
が
分
か
る
。

　
こ
の
よ
う
に
し
て
、
皿
の
箱
に
入
っ
て
い
た
の
は
、
「
三
島
」
3
・
「
三
島
」
8
・

「
神
社
」
2
収
録
文
書
か
ら
な
る
一
巻
、
「
三
島
」
4
の
巻
子
、
そ
し
て
「
三
島
」

5
・
「
神
社
」
2
収
録
文
書
か
ら
な
る
一
巻
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
し
た
。

　
N
の
箱
に
つ
い
て
は
、
〔
史
料
1
〕
の
箱
書
に
「
祝
安
親
軍
忠
申
状
三
通
寸
分

一
巻
　
　
河
野
家
書
翰
十
四
通
部
分
　
一
巻
　
　
同
書
翰
十
六
通
之
分
　
一
巻
」

と
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
三
巻
三
十
三
通
の
文
書
が
収
め
ら
れ
て
い
た
こ

と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
こ
れ
に
対
応
す
る
の
が
、
前
掲
〔
史
料
3
〕
の
四
～
六
箇

条
目
に
見
え
る
＝
太
祝
嫡
子
祝
安
親
軍
立
申
状
　
一
巻
　
　
一
河
野
家
書
翰
十

四
通
　
一
巻
　
　
一
同
十
六
通
　
一
巻
　
　
右
三
巻
一
箱
入
」
と
い
う
記
述
で
あ

る
。
こ
の
う
ち
、
最
初
の
祝
安
親
軍
忠
申
状
（
三
通
）
に
対
応
す
る
の
が
、
「
祝

安
親
軍
忠
申
状
三
通
」
と
い
う
表
題
を
も
つ
「
三
島
」
6
の
巻
子
に
収
録
さ
れ
た

祝
安
親
軍
忠
義
（
三
通
）
で
あ
ろ
う
。
次
の
河
野
家
書
翰
（
十
四
通
）
に
対
応
す

る
の
は
、
「
河
野
家
書
翰
十
四
通
」
と
い
う
表
題
を
も
つ
「
三
島
」
1
の
巻
子
に

収
録
さ
れ
る
十
四
通
の
文
書
で
あ
る
。
そ
し
て
、
同
書
翰
（
十
六
通
）
は
、
「
河

野
家
書
翰
十
六
通
」
と
い
う
表
題
を
も
つ
「
三
島
」
2
に
対
応
す
る
と
み
て
間
違

い
あ
る
ま
い
。
以
上
か
ら
、
N
の
箱
に
入
っ
て
い
た
の
は
、
「
三
島
」
1
・
コ
ニ
島
」

2
・
「
三
島
」
6
の
三
巻
三
十
三
通
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
し
た
。

　
最
後
に
残
っ
た
V
の
箱
に
は
、
「
建
武
三
年
七
月
二
十
六
日
　
源
尊
氏
将
軍
御

教
書
一
通
之
分
一
幅
入
」
と
い
う
箱
書
が
記
さ
れ
て
い
た
。
前
掲
〔
史
料
3
〕
の

二
条
目
に
見
え
る
「
尊
氏
将
軍
御
教
書
　
一
通
」
に
対
応
す
る
。
こ
れ
は
、
現
存

す
る
「
三
島
」
7
に
収
録
す
る
建
武
三
年
七
月
二
十
六
日
足
利
直
義
御
判
御
教
書

を
指
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
〔
史
料
3
〕
の
二
・
三
条
目
に
よ
れ
ば
、

尊
氏
将
軍
御
教
書
一
通
と
と
も
に
松
平
美
作
守
様
御
書
出
一
通
が
同
じ
一
つ
の
箱

に
入
っ
て
い
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
松
平
美
作
守
様
御
書
出
と
は
、
今
治
第
二

代
藩
主
松
平
定
時
の
書
出
で
あ
り
、
延
宝
四
年
三
月
五
日
に
大
祝
氏
に
宛
て
て
出

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
（
D
鵬
）
。
し
か
し
、
こ
の
文
書
に
関
す
る
記
載
が
V
の
箱

書
に
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
み
て
、
尊
氏
御
教
書
（
実
は
直
義
御
教
書
）
が
宝

徳
十
二
年
に
箱
V
に
整
理
さ
れ
た
時
に
分
離
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
現
在
、
松
平

定
時
書
出
は
箱
V
と
は
別
の
箱
に
収
め
ら
れ
て
伝
来
し
て
い
る
（
『
目
録
』
第
二

集
口
絵
写
真
）
。
ま
た
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
〔
史
料
1
〕
に
は
示
さ
れ
て
い
な
い

が
、
「
源
尊
氏
将
軍
御
教
書
一
通
之
分
一
吟
詠
」
と
い
う
箱
書
の
横
に
は
「
大
骨

職
補
任
状
　
三
通
之
分
一
巻
入
」
と
い
う
墨
書
が
読
み
取
れ
る
。
三
通
一
巻
の
大

戸
職
補
任
状
と
言
え
ば
、
「
三
島
」
1
1
の
巻
子
を
指
す
と
思
わ
れ
る
か
ら
、
V
の

箱
の
中
に
「
三
島
」
7
と
一
緒
に
「
三
島
」
1
1
が
収
め
ら
れ
て
い
た
時
代
が
あ
っ

た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
後
考
を
待
ち
た
い
。

二
　
箱
へ
の
収
納
状
況
と
巻
子
の
現
状
と
の
対
応
関
係

　
前
節
の
検
討
を
ふ
ま
え
て
、
各
面
へ
の
文
書
の
収
納
状
況
を
整
理
し
直
す
と
、

次
の
よ
う
に
な
る
。

箱
－
　
　
一
二
巻
　
（
⊥
二
十
一
）

　
　
　
　
一
巻
（
一
通
）
…
慶
雲
四
年
四
月
六
B
文
武
天
皇
論
旨
（
偽
文
書
）
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
収
録
す
る
巻
子

　
　
　
　
一
巻
（
二
通
）
…
「
三
島
」
1
0
（
全
二
通
）

　
　
　
　
一
巻
（
三
通
）
…
「
三
島
」
1
1
（
全
三
通
）

箱
H
　
一
巻
（
六
通
）

　
　
　
　
一
巻
（
六
通
）
…
「
神
社
」
2
（
一
通
）
＋
「
三
島
」
9
（
全
四
通
）
＋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
不
明
（
一
通
）

箱
皿
　
三
巷
（
三
十
八
通
）

　
　
　
　
一
巻
（
十
六
通
）
…
「
三
島
」
3
（
全
六
通
）
＋
「
三
島
」
8
（
全
四
通
）
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箱
W

箱
V

　
　
　
　
　
　
＋
「
神
社
」
2
（
六
通
）

一
巻
（
八
通
）
…
コ
ニ
島
」
4
（
全
八
通
）

一
巻
（
十
四
通
）
…
「
三
島
」
5
（
全
七
通
、
巻
子
の
表
題
は

　
　
　
　
　
　
　
禁
制
書
十
四
通
」
）
＋
「
神
社
」
2
（
七
通
）

三
巻
（
三
十
三
通
）

　
一
巻
（
三
通
）
・

一
巻

一
巻

「
書
出

　
　
　
－
「
三
島
」
6
（
全
三
通
、
巻
子
の
表
題
は
「
祝
安
親

　
　
　
　
軍
忠
申
状
三
通
」
）

（
十
四
通
）
…
「
三
島
」
1
（
全
十
四
通
、
巻
子
の
表
題
は
「
河

　
　
　
　
　
野
家
書
翰
十
四
通
」
）

（
十
六
通
）
…
「
三
島
」
2
（
全
十
六
通
、
巻
子
の
表
題
は
「
河

　
　
　
　
　
野
家
圭
日
翰
十
⊥
ハ
通
」
）

　一巻
　巻＿

　一通
　通）

軍∴
御三
教島
圭：Lロ

ヒフ7

（
全
一
通
、
巻
子
の
表
題
は
「
尊
氏
将

　
こ
こ
か
ら
は
、
各
箱
へ
の
収
納
状
況
や
、
巻
子
の
現
状
と
の
対
応
関
係
な
ど
に

つ
い
て
、
い
く
つ
か
の
特
徴
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
第
一
に
、
文
書
が
各

箱
に
ど
の
よ
う
に
配
分
さ
れ
た
か
を
考
え
て
み
る
。
箱
1
は
、
「
太
祝
職
補
任
御

論
旨
下
文
書
出
六
通
之
分
三
巻
入
」
と
い
う
箱
書
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
大
書

職
の
補
任
や
安
堵
に
関
わ
る
文
書
を
収
録
し
た
巻
子
を
集
め
た
も
の
で
あ
る
。
箱

H
は
、
「
御
聖
旨
御
令
旨
御
教
書
等
六
通
之
分
一
こ
入
」
と
い
う
箱
書
が
あ
り
、

鎌
倉
末
・
南
北
朝
期
の
官
宣
旨
や
論
旨
・
感
状
・
軍
勢
催
促
状
な
ど
を
収
め
て
い

る
。
箱
皿
に
収
め
ら
れ
た
三
巻
に
つ
い
て
は
、
箱
書
に
「
下
文
書
出
立
願
状
寄
進

状
等
十
六
通
之
分
」
と
書
か
れ
た
巻
子
が
国
衙
・
鎌
倉
幕
府
・
細
川
氏
な
ど
諸
方

面
か
ら
発
給
さ
れ
た
宛
行
状
・
安
堵
状
・
寄
進
状
・
起
請
文
・
禁
制
な
ど
を
収
録

し
、
「
従
六
波
羅
下
文
八
通
之
分
」
と
い
う
箱
書
の
巻
子
は
六
波
羅
探
題
の
発
給

し
た
文
書
を
集
め
る
の
に
対
し
、
「
書
出
禁
制
書
十
四
通
之
分
」
と
い
う
箱
書
の

巻
子
は
河
野
氏
の
発
給
し
た
宛
行
状
・
安
堵
状
・
禁
制
な
ど
が
多
く
を
占
め
て
い

る
と
い
う
特
徴
が
あ
る
。
箱
W
に
は
、
祝
安
親
三
十
状
三
通
を
収
録
し
た
巻
子
、

河
野
教
通
（
通
直
・
道
治
・
道
基
）
書
状
十
四
通
を
収
録
し
た
巻
子
、
河
野
通
春
・

河
野
通
盆
（
弾
正
少
弼
）
・
村
上
通
康
・
重
見
通
昭
の
書
状
十
六
通
を
収
録
し
た

巻
子
の
三
巻
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
箱
V
は
、
足
利
直
義
御
判
御
教
書
一
通
を
収

録
し
た
巻
子
を
収
め
た
も
の
で
あ
る
が
、
直
義
で
は
な
く
尊
氏
の
御
教
書
と
誤
伝

さ
れ
て
い
た
ら
し
く
、
箱
書
に
「
源
尊
氏
将
軍
御
教
書
一
通
之
分
」
と
あ
り
、
こ

の
巻
子
「
三
島
」
7
に
も
「
尊
氏
将
軍
御
教
書
」
と
い
う
表
題
が
付
さ
れ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
内
容
や
発
給
者
な
ど
を
分
類
し
て
巻
子
に
収
録
さ
れ
た
文
書

は
、
各
巻
子
の
性
格
を
ふ
ま
え
て
箱
の
中
に
整
理
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
第
二
に
、
現
存
す
る
「
三
島
」
1
・
2
・
4
・
6
・
7
・
1
0
・
1
1
の
巻
子
に
つ

い
て
は
、
そ
の
ま
ま
の
形
で
各
箱
に
収
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
の
に

対
し
、
「
三
島
」
3
・
5
・
8
・
9
と
「
神
社
」
2
の
巻
子
は
も
と
の
形
が
改
変

さ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
例
え
ば
、
箱
H
の
箱
書
に
「
御
縮
旨
御

令
旨
御
教
書
等
六
通
」
と
あ
る
巻
子
に
収
録
さ
れ
て
い
た
文
書
六
通
の
う
ち
、
四

通
を
独
立
さ
せ
て
巻
子
「
三
島
」
9
を
作
成
し
、
一
通
は
「
神
社
」
2
の
巻
子
に

組
み
入
れ
ら
れ
た
。
箱
皿
の
箱
書
に
「
下
文
書
出
立
願
状
寄
進
状
等
十
六
通
」
と

あ
る
巻
子
収
録
の
文
書
は
、
「
三
島
」
3
に
六
通
、
「
三
島
」
8
に
四
通
、
「
神
社
」

2
に
六
通
と
い
う
よ
う
に
分
解
さ
れ
た
。
箱
皿
の
箱
書
に
「
書
出
禁
制
書
十
四
通
」

と
あ
る
巻
子
収
録
の
文
書
は
、
七
通
を
独
立
さ
せ
て
「
三
島
」
5
の
巻
子
を
作
成

し
、
残
り
の
七
通
は
「
神
社
」
2
の
巻
子
に
収
録
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
コ
ニ

島
」
3
・
5
・
8
・
9
と
「
神
社
」
2
の
巻
子
は
、
も
と
の
巻
子
か
ら
文
書
を
分

解
し
て
配
列
し
直
し
た
も
の
な
の
で
あ
る
。

　
そ
の
痕
跡
が
う
か
が
え
る
の
が
、
「
三
島
」
3
と
「
三
島
」
5
の
巻
子
に
付
け

ら
れ
た
表
題
と
内
容
の
食
い
違
い
で
あ
る
。
コ
難
中
」
3
の
巻
子
の
表
題
に
は
「
下

文
書
出
立
願
状
寄
進
状
等
十
六
通
」
と
記
さ
れ
る
の
に
実
際
に
は
六
通
し
か
収
録

さ
れ
て
お
ら
ず
、
コ
尾
島
」
5
の
表
題
に
は
「
書
出
禁
制
書
十
四
通
」
と
あ
る
の
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大山祇神社文書の整理と伝来川岡　勉

に
七
通
し
か
収
録
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
問
題
に
着
目
し
た
景
浦
勉
氏
は
、
コ
ニ

島
家
文
書
か
ら
大
山
積
神
社
文
書
を
分
離
し
た
時
に
、
こ
れ
ら
の
巻
子
の
後
半
部

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
　

を
大
山
積
神
社
文
書
に
組
み
入
れ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
」
と
推
測
し
て
い
る
。
し
か

し
、
こ
れ
ま
で
検
討
し
て
き
た
と
こ
ろ
が
ら
し
て
、
景
浦
氏
の
見
解
は
修
正
を
要

す
る
。
「
下
文
書
出
立
願
状
寄
進
状
等
十
六
通
」
と
い
う
表
題
を
も
つ
巻
子
は
、

そ
の
ま
ま
「
三
島
」
3
の
巻
子
と
し
て
用
い
ら
れ
た
の
に
対
し
、
分
離
さ
れ
た
文

書
は
六
通
が
「
神
社
」
2
の
巻
子
に
組
み
込
ま
れ
た
ほ
か
、
四
通
が
独
立
し
た
巻

子
「
三
島
」
8
に
ま
と
め
直
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
「
書
出
禁
制
書
十
四
通
」
と

い
う
表
題
を
も
つ
巻
子
に
つ
い
て
は
、
こ
の
巻
子
を
用
い
て
七
通
を
収
録
し
た
「
三

島
」
5
が
作
成
さ
れ
、
残
り
の
七
通
は
「
神
社
」
2
の
巻
子
に
組
み
込
ま
れ
た
。

但
し
、
こ
の
場
合
で
も
、
景
浦
氏
が
言
う
よ
う
に
巻
子
の
後
半
部
分
が
切
り
離
さ

れ
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
箱
H
に
あ
っ
た
「
御
三
旨
御
令
旨
御
教
書
等
六

通
」
、
箱
皿
に
あ
っ
た
「
下
文
書
出
立
願
状
寄
進
状
等
十
六
通
」
と
「
書
出
禁
制

書
十
四
通
」
と
い
う
三
巻
の
巻
子
を
分
解
し
、
そ
こ
に
含
ま
れ
て
い
た
文
書
を
配

列
し
直
す
中
か
ら
、
現
在
み
ら
れ
る
「
三
島
」
3
・
5
・
8
・
9
と
「
神
社
」
2

の
巻
子
が
生
み
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
第
三
に
確
認
さ
れ
る
の
は
、
大
山
祇
神
社
に
伝
わ
る
中
世
文
書
を
コ
畑
島
家
文

書
」
と
「
大
山
積
神
社
文
書
」
の
二
つ
に
分
類
す
る
方
式
は
当
初
か
ら
の
も
の
で

は
な
く
、
そ
こ
に
文
書
の
伝
来
に
関
わ
る
差
異
を
読
み
取
る
べ
き
で
は
な
い
こ
と

で
あ
る
。
コ
広
島
家
文
書
」
と
「
大
山
積
神
社
文
書
」
と
い
う
形
で
整
理
さ
れ
て

き
た
た
め
、
前
者
は
社
家
に
伝
来
す
る
文
書
で
、
後
者
は
神
社
本
体
に
伝
え
ら
れ

た
文
書
と
い
う
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
恐
れ
が
あ
る
。
実
際
に
は
、
明
治
時
代
に
史

料
調
査
に
訪
れ
た
修
史
局
（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
の
前
身
）
の
重
野
安
鐸
の
助

言
を
い
れ
て
社
家
の
文
書
と
神
社
の
文
書
を
区
別
し
て
二
つ
の
文
書
群
に
分
け
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
す
ぎ
な
い
と
い
う
。
本
稿
に
お
い
て
も
、
「
神
社
」
2
の
巻
子
に
含
ま
れ
る
文

書
は
、
か
つ
て
は
「
三
島
」
3
・
5
・
8
・
9
に
含
ま
れ
る
文
書
と
同
じ
巻
子
に

収
録
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
。
「
神
社
」
2
が
収
録
す
る
文
書

の
中
に
は
、
大
祝
氏
に
宛
て
た
安
堵
状
や
寄
進
状
な
ど
も
含
ま
れ
て
お
り
、
二
つ

の
文
書
群
を
切
り
離
し
て
考
察
を
加
え
る
べ
き
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
大
山
祇
神

社
の
中
世
文
書
が
、
い
つ
、
ど
の
よ
う
な
整
理
・
分
類
の
プ
ロ
セ
ス
を
経
て
現
在

見
ら
れ
る
文
書
の
あ
り
方
に
た
ど
り
着
い
た
か
を
、
時
代
を
た
ど
り
な
が
ら
丁
寧

に
復
元
す
る
作
業
が
求
め
ら
れ
て
い
よ
う
。

　
第
四
に
、
現
在
「
三
島
家
文
書
」
十
二
巻
七
十
一
通
、
「
大
山
積
神
社
文
書
」

二
巻
二
十
七
通
と
し
て
知
ら
れ
る
百
通
ほ
ど
の
中
世
文
書
の
う
ち
、
「
三
島
」
1
2

の
巻
子
に
収
録
さ
れ
る
三
通
、
お
よ
び
「
神
社
」
1
の
巻
子
収
録
の
十
三
通
の
文

書
が
箱
1
～
V
の
中
に
確
認
で
き
な
い
こ
と
が
判
明
し
た
。

　
「
三
島
」
1
2
の
巻
子
に
は
、
建
長
七
年
十
月
日
伊
予
国
神
社
仏
閣
等
免
田
注
進

状
写
・
建
治
二
年
九
月
日
伊
予
国
田
所
与
田
注
進
状
写
・
貞
和
三
年
十
月
日
伊
予

国
税
所
免
田
注
進
状
写
の
三
通
の
文
書
が
収
録
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
は
、
国
衙
の
関

係
機
関
が
作
成
し
た
免
田
に
関
わ
る
文
書
の
写
で
あ
り
、
大
山
祇
神
社
に
宛
て
た

文
書
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
実
際
、
同
じ
文
書
の
写
は
今
治
の
国
分
寺
な
ど
に

も
残
さ
れ
て
お
り
、
伊
予
国
内
の
主
要
な
寺
社
に
は
同
様
の
写
が
所
蔵
さ
れ
て
い

た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
事
情
も
関
係
し
て
、
大
山
祇
神
社
の
根
本
史

料
を
収
め
た
五
つ
の
箱
と
は
別
に
保
管
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
前

掲
の
〔
史
料
3
〕
の
十
～
十
三
年
目
に
は
、
コ
伊
予
国
免
田
注
進
状
写
　
一
巻

＝
二
島
宮
井
摂
社
修
造
日
時
定
書
一
通
　
　
一
松
平
駿
河
守
産
神
供
田
御
寄
附
状

一
通
　
　
一
伏
見
宮
御
令
旨
一
通
箱
入
　
箱
入
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
見

え
る
「
伊
予
国
免
田
注
進
状
写
　
一
巻
」
は
、
「
三
島
」
1
2
の
巻
子
を
指
す
と
み

て
間
違
い
あ
る
ま
い
。
ま
た
、
五
つ
の
箱
以
外
に
伏
見
宮
令
旨
一
通
を
収
め
た
箱

も
伝
来
し
て
い
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
て
興
味
深
い
。

　
ま
た
、
「
神
社
」
1
の
巻
子
に
つ
い
て
も
、
五
つ
の
箱
の
中
に
は
見
当
た
ら
な

い
。
「
神
社
」
1
の
中
に
は
、
大
山
祇
神
社
の
中
世
文
書
の
中
で
最
も
古
い
鎌
倉

初
期
の
下
文
を
は
じ
め
、
戦
国
・
織
豊
期
ま
で
の
重
要
文
書
が
収
録
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
巻
子
が
な
ぜ
五
つ
の
箱
の
中
に
収
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
の
か
、
節
を
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あ
ら
た
め
て
検
討
を
加
え
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

三
　
「
神
社
」
1
の
巻
子
に
収
録
さ
れ
た
文
書

（
1
）
　
菅
弥
九
郎
大
夫
の
家
に
伝
来
し
た
文
書

　
「
神
社
」
1
の
巻
子
に
収
録
さ
れ
て
い
る
の
は
、

で
あ
る
。

①
元
久
二
年
七
月
三
日

②
元
久
二
年
七
月
十
四
日

③
建
長
八
年
三
月
六
日

④
嘉
禎
四
年
四
月
　
日

⑤
弘
安
九
年
三
月
九
日

⑥
正
応
六
年
六
月
十
七
日

⑦
建
武
二
年
十
月
十
三
日

⑧
嘉
慶
三
年
三
月
十
六
日

⑨
正
中
三
年
三
月
十
六
日

⑩
文
明
二
年
五
月
十
三
日

⑪
文
明
十
七
年
八
月
二
十
三
日

⑫
天
文
十
三
年
九
月
二
十
三
日

⑬
慶
長
六
年
五
月
十
一
日

次
に
掲
げ
る
十
三
通
の
文
書

某
下
文

地
頭
平
某
下
文

甘
辛
下
文

伊
予
国
検
注
三
下
文

某
御
教
書

某
宛
行
状

散
位
某
奉
書

僧
興
仙
寄
進
状

越
智
章
長
引
渡
状

大
森
直
治
寄
進
状

村
上
吉
任
寄
進
状

大
内
義
隆
寄
進
状

藤
堂
高
網
寄
進
状

　
こ
れ
ら
の
文
書
の
中
に
は
、
「
新
出
大
山
祇
神
社
文
書
」
に
写
が
存
在
す
る
も

の
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
、
②
の
文
書
の
写
が
D
5
5
で
あ
る
が
、
こ

の
写
の
端
裏
書
に
「
菅
弥
九
郎
大
夫
　
宝
蔵
二
塩
分
」
と
い
う
記
載
が
な
さ
れ
て

い
る
。
④
の
写
で
あ
る
D
6
3
の
端
裏
書
に
は
「
（
此
）
書
付
ハ
大
塚
主
膳
罷
越
節
、

村
上
日
□
御
出
弥
九
郎
大
夫
家
ノ
補
任
状
等
御
吟
味
写
来
由
、
重
刻
私
方
へ
も
拍

置
候
分
に
而
（
御
役
所
二
）
御
拍
も
三
座
御
座
候
へ
共
、
懸
御
目
□
□
□
　
菅
弥

九
郎
大
夫
　
宝
蔵
二
有
分
」
と
記
さ
れ
、
末
尾
に
も
「
右
、
弥
九
郎
大
夫
所
持
、

宝
蔵
二
有
」
と
あ
る
。
⑫
の
写
で
あ
る
D
6
4
の
端
裏
書
に
も
、
「
菅
弥
九
郎
大
夫

宝
蔵
二
有
分
」
と
い
う
記
載
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
②
④
⑫
の
文
書
が
菅
弥

九
郎
大
夫
の
家
に
伝
来
し
た
文
書
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
写
が
作
成
さ
れ
た
時
点

で
②
④
⑫
の
文
書
が
宝
蔵
と
い
う
場
所
に
収
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
よ

・
つ
。

　
ま
た
、
次
の
よ
う
な
史
料
も
存
在
す
る
。

〔
史
料
8
〕
（
新
出
大
山
祇
神
社
文
書
D
6
5
）

　
　
　
　
　
　
　
目
録
之
覚

　
　
　
　
一
貞
応
弐
年
十
二
月
廿
六
日
　
　
左
近
将
監
幸
綱

　
　
　
　
一
文
永
八
年
二
月
廿
八
日
　
　
馬
見
抑
田
口
下
字
不
知
候

　
　
　
　
一
地
頭
政
所
下
　
三
嶋
社
　
　
正
長
元
年
十
一
月
三
日

　
　
　
　
　
　
平
朝
臣
満
平
打
二
御
専
有

　
　
　
　
］
建
長
八
年
三
月
六
日
　
留
守
所
　
建
長
八
年
三
月
六
日

　
　
　
　
　
　
前
美
作
守
無
畏
御
判
有

　
　
　
　
一
弘
安
三
年
正
月
日
　
留
守
所
下
弘
安
三
年
正
月
日

　
　
　
　
　
　
田
所
右
近
将
監
御
判
有
　
惣
大
判
官
代
藤
　
一
字
不
知
御
判
有

　
　
　
　
　
　
小
目
代
貸
判
有

　
　
　
　
一
承
元
元
年
十
一
月
塞
五
日
　
補
任
　
　
神
主
代
職
事

　
　
　
　
　
　
散
位
菅
原
實
綱
神
主
書
判
有

　
　
　
　
　
　
　
当
社
　
前
々
印
形
有

　
　
　
　
一
補
任
神
主
代
職
事
　
散
位
菅
原
貞
綱
　
貞
鷹
二
年
十
二
月
廿
六
日

　
　
　
　
　
　
右
近
将
監
幸
綱

　
　
　
　
一
三
愛
社
神
官
井
供
僧
三
所
へ
　
此
所
二
有
楽
　
元
久
二
年
七
月
三
日

　
　
　
　
一
定
補
国
神
主
職
事
　
散
位
重
字
不
知
　
承
元
二
年
八
月
日

　
　
　
　
　
　
前
備
前
塞
源
朝
臣
御
判
有

　
　
　
　
右
之
九
通
ハ
私
宅
二
所
持
霜
道
、
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左
ノ
三
前
脳
御
蔵
偶
有
分
、

一
伊
与
国
三
嶋
詰
草
官
等
　
　
元
久
二
年
七
月
十
四
日

　
　
地
頭
左
衛
門
尉
平
書
判
有

一
寄
進
目
録
　
天
文
十
三
年
九
月
廿
三
日
従
三
位

　
　
行
太
宰
大
弐
兼
侍
従
伊
興
介
多
々
朝
臣
判

一
伊
豫
田
所
　
　
嘉
禎
四
年
四
月
日
　
　
検
注
所
前
美
作
守
橘
朝
臣
判

右
之
通
二
而
御
座
候
、
此
外
二
系
図
等
無
御
座
候
、

安
永
二
年
巳
十
一
月
廿
九
日
菅
蔵
人

　
於
当
所
会
所

右
御
下
行
付
中
江
差
出
ス
拍
写
之
取

已
上

　
こ
の
史
料
は
、
安
永
二
年
（
一
七
七
三
）
十
一
月
二
十
九
日
に
菅
蔵
人
が
作
成

し
た
文
書
目
録
の
控
で
あ
る
。
一
通
目
に
見
え
る
貞
応
二
年
十
二
月
二
十
六
日
の

文
書
の
写
が
「
新
出
大
山
祇
神
社
文
書
」
の
中
に
あ
り
（
D
7
2
）
、
そ
の
末
尾
に

は
「
菅
弥
九
郎
大
夫
方
面
有
之
写
」
と
い
う
書
き
込
み
が
あ
る
。
九
通
目
の
承
元

二
年
八
月
の
文
書
に
つ
い
て
も
、
「
新
出
大
山
祇
神
社
文
書
」
の
中
に
二
通
の
写

が
認
め
ら
れ
る
。
う
ち
一
通
（
D
5
6
）
の
末
尾
に
は
「
安
永
二
流
年
八
月
　
伜
蔵

人
　
弥
九
郎
大
夫
よ
り
松
山
へ
指
出
ス
写
シ
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
こ
の
年
、
菅

弥
九
郎
大
夫
の
伜
で
あ
る
菅
蔵
人
は
、
自
家
に
伝
来
す
る
文
書
を
松
山
藩
に
差
し

出
し
た
の
で
あ
る
。
も
う
一
通
（
D
8
！
）
の
末
尾
に
は
、
「
菅
弥
九
郎
大
夫
家
奮

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ

簡
写
シ
」
と
い
う
書
き
込
み
が
あ
る
。

　
さ
て
、
〔
史
料
8
〕
は
前
半
部
と
後
半
部
に
分
か
れ
て
お
り
、
前
半
の
九
通
は

「
私
宅
二
所
持
仕
候
」
と
あ
り
、
菅
家
の
私
宅
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
。

そ
の
中
に
は
「
神
社
」
1
の
巻
子
の
③
（
建
長
八
年
三
月
六
日
橘
某
下
文
）
と
①

（
元
久
二
年
七
月
三
日
某
下
文
）
が
含
ま
れ
て
い
る
。
後
半
の
三
通
は
前
述
し
た

②
⑫
④
に
相
当
し
、
「
御
蔵
二
言
分
」
と
い
う
記
載
は
こ
の
三
通
が
宝
蔵
に
収
納

さ
れ
て
い
た
こ
と
と
符
合
し
て
い
る
。
①
③
は
私
宅
に
、
②
④
⑫
に
宝
蔵
に
、
と

い
う
よ
う
に
所
蔵
場
所
に
違
い
が
あ
る
も
の
の
、
「
神
社
」
1
の
巻
子
に
収
録
さ

れ
た
十
三
通
の
う
ち
、
①
②
③
④
⑫
の
五
通
が
菅
家
に
伝
来
し
た
文
書
で
あ
っ
た

こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

（
2
）
　
各
社
家
か
ら
宝
蔵
へ
の
文
書
の
収
納

　
菅
弥
九
郎
大
夫
家
に
伝
来
し
た
中
世
文
書
に
は
、
私
宅
に
存
在
し
て
い
た
文
書

と
宝
蔵
に
収
め
ら
れ
た
文
書
が
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
が
、
そ
れ
で
は
菅
家
の
文

書
が
宝
蔵
に
収
納
さ
れ
た
の
は
い
つ
の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
手
が
か
り
と
な

る
の
が
次
の
史
料
で
あ
る
。

〔
史
料
9
〕
（
D
餌
）

「
宝
暦
十
二
壬
午
年
七
月
御
宝
物
忌
血
豆
付
、

宝
蔵
江
相
納
候
書
札
拍
社
人
中
証
文
写
し

　
　
　
　
覚

一
散
位
殿
よ
り
証
文

一
大
森
源
左
衛
門
尉
殿
よ
り
証
文

一
越
智
童
悪
殿
証
文

一
下
文

一
村
上
三
郎
吉
島
殿
証
文

一
幅
興
仙
殿
　
証
文

　
　
　
〆
六
通
越
智
太
祝
よ
り
籠
申
分

一
三
嶋
大
明
神
縁
起

一
同
由
来
書

一
御
宝
物
之
書
付

＝
騰
堂
佐
土
倉
殿
御
供
米
証
文

一
自
勝
山
様
態
供
米
証
文

　
　
　
〆
五
通
菅
豊
前
よ
り
籠
申
分

通通通通感通通通女通通 取
出
し
写
し
置
、

大
便
安
躬
」
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一
圓
権
殿
よ
り
証
文
　
　
　
　
　
　
　
　
一
通

　
　
　
　
　
〆
右
軸
神
主
神
太
夫
よ
り
籠
申
分

　
一
地
頭
左
衛
門
細
殿
よ
り
証
文
　
　
　
　
一
通

　
一
週
美
作
守
殿
証
文
　
　
　
　
　
　
　
　
一
通

　
一
塁
三
位
殿
御
寄
進
状
　
　
　
　
　
　
　
一
通

　
　
　
　
　
〆
三
通
菅
菰
九
郎
太
夫
よ
り
籠
申
分

　
右
之
証
文
上
司
之
者
共
相
々
メ
神
前
二
籠
申
所
実
正
二
御
座
候
、
為
後

日
加
判
如
件
、

　
　
貞
享
三
丙
寅
年
四
月
廿
二
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
越
智
太
祝
安
朗
判

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
菅
豊
前
長
次
判

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
越
智
神
太
夫
判

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
菅
弥
九
郎
太
夫
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
菅
六
郎
太
夫
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
越
智
樋
口
太
夫
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
越
智
片
山
太
夫
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
越
智
窪
太
夫
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
菅
勘
太
夫
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
菅
福
江
太
夫
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
越
智
的
射
太
夫
町

　
「
右
証
文
其
外
書
記
共
宝
蔵
西
入
半
在
、
此
目
録
共
相
添
有
之
、
傍
為

　
後
年
相
記
シ
置
者
也
、

　
　
　
　
　
　
　
　
社
務
祈
禧
所
兼
政
所

　
　
宝
暦
十
二
壬
午
年
七
月
廿
日
　
太
祝
越
智
安
躬
記
之
、
」

　
「
孟
夏
二
十
二
祭
夕
日
　
前
永
平
見
禅
興
泉
山
隻
陣
温
聖
書
」

こ
の
史
料
は
大
祝
安
朗
を
は
じ
め
十
一
名
の
者
が
加
判
し
た
社
人
中
証
文
で
あ

り
、
貞
享
三
年
（
一
六
八
六
）
四
月
、
越
智
大
祝
安
朗
よ
り
六
通
、
菅
豊
前
長
次

よ
り
五
通
、
擬
神
主
の
越
智
神
大
夫
よ
り
一
通
、
菅
弥
九
郎
大
夫
よ
り
三
通
、
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

計
十
五
通
の
文
書
が
神
前
に
籠
め
ら
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
、
宝
暦
十
二
年

（一

ｵ
六
二
）
七
月
に
は
宝
物
の
風
入
れ
が
な
さ
れ
、
宝
蔵
か
ら
文
書
を
取
り
出

し
て
写
し
が
と
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
史
料
の
中
に
見
え
る
菅
十
九
郎
大
夫

よ
り
納
め
ら
れ
た
文
書
は
、
菅
家
に
伝
来
し
た
文
書
の
う
ち
〔
史
料
8
〕
で
「
御

蔵
二
有
様
」
と
さ
れ
た
②
④
⑫
と
一
致
す
る
。
菅
弥
九
郎
大
夫
家
か
ら
三
通
の
文

書
が
宝
蔵
に
収
納
さ
れ
た
の
は
貞
享
三
年
の
こ
と
で
あ
り
、
同
じ
時
に
大
祝
・
菅

豊
前
・
神
大
夫
の
も
と
か
ら
も
各
家
に
伝
来
し
た
重
要
書
類
が
宝
蔵
に
納
め
ら
れ

　
　
　
　
（
9
）

た
の
で
あ
る
。

　
〔
史
料
9
〕
に
見
え
る
十
五
通
の
文
書
の
う
ち
、
菅
弥
九
郎
大
夫
よ
り
籠
め
ら

れ
た
文
書
は
「
神
社
」
！
の
巻
子
に
収
録
さ
れ
た
②
④
⑫
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し

た
が
、
ほ
か
の
文
書
も
「
神
社
」
1
に
含
ま
れ
る
も
の
が
多
い
。
大
祝
よ
り
籠
め

ら
れ
た
六
通
の
う
ち
、
一
通
目
は
⑦
、
二
通
目
は
⑩
、
五
通
目
は
⑪
、
六
通
目
は

⑧
に
相
当
す
る
と
み
て
よ
い
。
⑩
の
写
が
「
新
出
大
山
祇
神
社
文
書
」
に
残
さ
れ

て
い
る
が
（
D
4
9
）
、
そ
こ
に
は
「
右
宝
蔵
二
納
有
之
也
」
と
書
か
れ
て
お
り
、

こ
の
文
書
が
宝
蔵
に
籠
め
ら
れ
た
事
実
と
符
合
す
る
。
ま
た
、
三
通
目
の
証
文
は

越
智
童
悪
で
は
な
く
越
智
章
長
の
誤
字
と
考
え
ら
れ
、
こ
れ
は
⑨
に
相
当
す
る
。

菅
豊
前
よ
り
辛
め
ら
れ
た
五
通
の
う
ち
四
通
目
は
⑬
で
あ
ろ
う
。
神
大
夫
よ
り
籠

め
ら
れ
た
一
通
は
⑤
に
相
当
す
る
。

　
こ
う
し
て
み
る
と
、
「
神
社
」
1
の
巻
子
に
収
録
さ
れ
た
十
三
通
の
文
書
の
う

ち
、
②
④
⑤
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬
が
宝
蔵
に
籠
め
ら
れ
た
文
書
で
あ
る
こ
と
が
分
か

る
。
こ
れ
に
菅
弥
九
郎
大
夫
の
私
宅
に
あ
る
①
③
を
加
え
る
と
、
残
り
は
⑥
だ
け

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
う
す
る
と
、
大
江
の
納
め
た
四
通
目
の
下
文
が
⑥
に
あ

た
る
可
能
性
が
高
い
（
⑥
の
文
書
は
「
下
」
と
い
う
書
き
出
し
で
始
ま
る
）
。
し

た
が
っ
て
、
①
③
以
外
は
、
す
べ
て
宝
蔵
に
納
め
ら
れ
た
文
書
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

〔
史
料
9
〕
に
見
え
る
文
書
の
う
ち
、
「
神
社
」
1
に
収
録
さ
れ
て
い
な
い
四
通
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は
、
い
ず
れ
も
菅
豊
前
よ
り
籠
め
ら
れ
た
三
嶋
大
明
神
縁
起
・
同
由
来
書
・
御
宝

物
之
書
付
・
自
勝
山
様
御
供
米
証
文
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
中
世
文
書
と
い
う
よ
り

も
、
記
録
類
や
近
世
文
書
で
あ
り
、
鎌
倉
～
織
地
山
番
の
文
書
を
収
録
し
た
「
神
社
」

1
の
巻
子
に
は
収
録
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
「
三
島
家
文
書
」
と
「
大
山
積
神
社
文
書
」
の
大
部
分
は
、
大
憲
氏
の
家
に
所

蔵
さ
れ
て
い
た
文
書
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
「
神
社
」
1
に
収
録
さ
れ
た
文
書
は

伝
来
過
程
が
異
な
る
。
こ
の
巻
子
は
大
丸
・
菅
豊
前
・
神
大
夫
・
菅
弥
九
郎
大
夫

の
四
家
に
伝
来
し
た
文
書
か
ら
構
成
さ
れ
、
貞
享
三
年
に
壇
家
よ
り
宝
蔵
に
納
め

ら
れ
た
十
一
通
の
文
書
を
中
心
と
し
て
い
る
。
宝
暦
十
二
年
に
大
祝
氏
が
所
蔵
文

書
を
五
つ
の
箱
に
整
理
し
た
中
に
「
神
社
」
1
の
収
録
文
書
が
認
め
ら
れ
な
い
の

は
、
そ
れ
が
大
祝
氏
の
も
と
に
は
な
く
宝
蔵
に
存
在
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

　
「
神
社
」
！
の
巻
子
の
中
に
は
、
宝
蔵
で
は
な
く
菅
弥
九
郎
大
夫
の
私
宅
に
あ

っ
た
二
通
の
文
書
（
①
・
③
）
も
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
明
確
に
し
が
た

い
が
、
少
な
く
と
も
〔
史
料
8
〕
の
覚
書
が
書
か
れ
た
安
永
二
年
の
時
点
に
は
二

通
は
ま
だ
菅
家
の
私
宅
に
あ
っ
た
か
ら
、
宝
蔵
の
文
書
と
一
緒
に
さ
れ
る
の
は
も

っ
と
後
の
こ
と
で
あ
る
。
宝
蔵
の
文
書
を
中
心
と
し
て
「
大
山
積
神
社
文
書
」
乾

の
巻
子
が
作
製
さ
れ
る
時
に
、
何
ら
か
の
事
情
に
よ
り
菅
家
に
伝
来
し
た
二
通
の

文
書
が
加
え
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
磯
川
い
ず
み
氏
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
菅

家
の
文
書
が
近
世
に
大
祝
家
に
移
動
し
た
こ
と
が
そ
の
背
景
に
あ
っ
た
と
も
考
え

　
　
（
1
0
）

ら
れ
る
。

　
宝
蔵
に
収
納
し
た
文
書
を
書
き
上
げ
た
〔
史
料
9
〕
で
は
、
文
書
の
多
く
が
証

文
と
呼
ば
れ
て
お
り
、
下
文
や
寄
進
状
・
宛
行
状
な
ど
が
中
心
で
あ
る
。
ま
た
、

各
家
の
由
緒
や
権
利
に
関
わ
る
重
要
書
類
で
あ
り
な
が
ら
、
特
定
の
社
家
の
み
を

宛
所
と
す
る
文
書
は
含
ま
れ
な
い
。
宝
蔵
に
納
め
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
文
書
が
選

ば
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
な
お
、
有
力
社
家
の
所
蔵
す
る
文
書
が
宝
蔵
に
納
め

ら
れ
た
の
は
貞
享
三
年
置
最
初
と
い
う
わ
け
で
は
あ
る
ま
い
。
前
掲
の
〔
史
料
4
〕

に
は
、
正
安
四
年
二
月
二
十
八
日
の
後
伏
見
院
論
旨
写
に
関
し
て
、
「
右
者
、
従

古
来
太
祝
家
団
所
持
右
転
、
本
紙
三
嶋
宮
宝
蔵
二
藍
候
庭
、
元
亨
二
年
正
月
十
九

日
尊
意
、
兵
火
二
皮
本
社
ヲ
初
声
土
蔵
雨
池
不
虫
垂
焼
失
、
吊
紐
太
祝
家
ノ
以
無

二
度
々
禁
中
江
奉
伺
誓
事
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
元
亨
二
年
（
＝
二
二
二
）
の
兵

火
に
よ
り
三
島
宮
の
宝
蔵
に
納
め
て
い
た
大
祝
家
伝
来
の
文
書
が
焼
け
た
と
い
う

の
で
あ
る
か
ら
、
既
に
鎌
倉
期
か
ら
社
家
の
文
書
が
宝
蔵
に
納
め
ら
れ
て
い
た
こ

　
　
　
　
　
　
　
ソ

と
が
う
か
が
え
る
。
大
山
祇
神
社
が
火
災
に
あ
う
と
、
宝
蔵
に
納
め
ら
れ
た
文
書

も
焼
失
す
る
場
合
が
少
な
く
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　
幸
い
、
中
世
の
大
廟
氏
は
大
三
島
で
は
な
く
伊
予
府
中
に
居
住
し
て
い
た
こ
と

も
あ
っ
て
か
、
同
氏
の
家
に
所
蔵
さ
れ
る
文
書
は
数
多
く
残
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
。
一
方
、
他
の
社
家
に
伝
来
し
た
文
書
は
、
多
く
が
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で

あ
ろ
う
。
と
は
い
え
、
社
家
の
文
書
の
一
部
は
、
宝
蔵
に
収
納
さ
れ
る
な
ど
の
過

程
を
経
た
結
果
、
「
神
社
」
1
の
巻
子
に
収
録
さ
れ
て
今
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

広
島
九
郎
大
夫
家
に
伝
わ
っ
た
①
②
の
文
書
が
菅
原
貞
綱
の
権
限
に
関
わ
る
内
容

で
あ
り
、
③
も
菅
原
長
喜
の
申
請
を
認
め
る
内
容
を
も
つ
こ
と
は
、
伝
来
の
事
情

と
対
応
し
て
い
る
。
二
曲
豆
皇
家
に
伝
わ
っ
た
⑬
藤
堂
強
化
寄
進
状
の
宛
所
が
「
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
　

島
　
皇
宮
大
夫
　
惣
社
中
」
と
な
っ
て
い
る
の
も
同
様
で
あ
る
。
大
山
舐
神
社
に

所
蔵
さ
れ
る
文
書
を
分
析
す
る
場
合
に
は
、
各
文
書
が
ど
の
社
家
に
伝
来
し
た
文

書
で
あ
っ
た
か
に
十
分
留
意
し
な
が
ら
内
容
を
吟
味
し
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ

て
い
よ
う
。

お
わ
り
に
　
一
大
山
祇
神
社
の
宝
蔵
文
書
と
社
家
文
書

　
安
芸
国
＝
呂
で
あ
る
厳
島
神
社
は
、
大
山
祇
神
社
と
同
様
に
瀬
戸
内
海
の
海
上

守
護
神
と
し
て
広
く
信
仰
を
集
め
、
数
多
く
の
中
世
文
書
を
今
日
に
伝
え
て
い

る
。
厳
島
神
社
の
伝
来
過
程
を
詳
細
に
分
析
し
た
松
井
輝
昭
氏
は
、
当
社
に
は
文

書
の
保
管
・
管
理
の
「
場
」
と
し
て
宝
蔵
が
存
在
し
、
文
書
管
理
に
お
い
て
中
核

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ヨ

的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
井
原
今

一15一



地域創成研究年報第7号（2012年）

朝
男
氏
は
、
信
濃
の
諏
訪
神
社
の
関
係
史
料
を
検
討
し
、
神
社
本
体
よ
り
も
は
る

か
に
大
量
の
文
書
群
が
旧
社
家
に
所
蔵
さ
れ
て
お
り
、
多
く
の
神
社
で
も
同
様
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き

傾
向
が
見
え
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
徳
永
健
太
郎
氏
も
、
全
国
的
な
傾
向
か

ら
す
れ
ば
社
家
の
家
文
書
と
し
て
相
伝
さ
れ
る
の
が
一
般
的
で
、
宝
蔵
の
よ
う
な

「
場
」
の
存
在
は
文
書
の
保
管
組
織
と
し
て
は
特
殊
で
あ
り
、
中
世
厳
島
神
社
の

神
主
家
で
あ
っ
た
藤
原
氏
の
滅
亡
と
結
び
つ
け
て
宝
蔵
の
存
在
を
位
置
づ
け
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ビ

く
べ
き
だ
と
主
張
し
て
い
る
。

　
本
稿
で
は
、
大
山
祇
神
社
に
お
け
る
中
世
文
書
の
所
蔵
・
整
理
・
伝
来
の
状
況

に
つ
い
て
、
「
新
出
大
山
祇
神
社
文
書
」
か
ら
導
き
出
せ
る
情
報
な
ど
を
手
が
か

り
に
分
析
を
試
み
た
。
当
社
に
お
い
て
も
、
文
書
は
基
本
的
に
社
家
に
所
蔵
さ
れ

る
。
そ
れ
は
特
定
の
社
家
を
宛
所
と
す
る
文
書
ば
か
り
で
は
な
く
、
「
三
島
大
明

神
」
に
対
す
る
寄
進
状
な
ど
も
同
様
で
あ
っ
た
。
し
か
し
同
時
に
、
当
社
に
お
い

て
も
厳
島
神
社
と
同
様
に
宝
蔵
が
存
在
し
、
各
社
家
の
文
書
が
宝
蔵
に
籠
め
置
か

れ
る
と
い
う
行
為
が
な
さ
れ
た
。
宝
蔵
文
書
の
成
立
・
伝
来
と
い
う
問
題
は
、
厳

島
神
社
だ
け
の
特
殊
性
で
は
な
く
、
大
山
祇
神
社
に
つ
い
て
も
確
認
す
る
こ
と
が

で
き
る
の
で
あ
る
。

　
貞
享
三
年
、
大
山
祇
神
社
の
有
力
社
家
に
伝
来
し
た
重
要
書
類
が
宝
蔵
に
極
め

置
か
れ
、
各
社
家
の
私
宅
に
と
ど
め
置
か
れ
た
文
書
と
は
別
個
の
取
り
扱
い
を
う

け
る
よ
う
に
な
っ
た
。
後
に
宝
蔵
に
収
め
ら
れ
た
文
書
を
中
核
に
巻
物
が
作
製
さ

れ
、
こ
れ
が
「
大
山
積
神
社
文
書
」
乾
の
巻
子
（
「
神
社
」
1
）
と
な
る
。
一
方
、

各
社
家
の
私
宅
で
も
独
自
に
文
書
を
管
理
し
て
お
り
、
大
祝
氏
は
七
十
八
通
の
文

書
を
十
］
巻
の
巻
子
に
仕
立
て
て
五
つ
の
箱
に
分
類
・
整
理
し
た
。
こ
れ
が
後
に

「
三
島
家
文
書
」
一
巻
～
十
一
巻
お
よ
び
「
大
山
積
神
社
文
書
」
新
巻
（
「
神
社
」

2
）
と
し
て
ま
と
め
直
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
大
山
祇
神
社
の
文
書
を
扱
う
場
合
に

は
、
そ
の
文
書
が
ど
の
よ
う
な
伝
来
過
程
を
た
ど
っ
て
残
さ
れ
た
文
書
で
あ
る
か

に
十
分
留
意
す
べ
き
こ
と
が
分
か
る
。

　
宝
蔵
文
書
と
社
家
の
家
文
書
が
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
っ
た
か
、
ま
た
各
社
家

の
文
書
を
宝
蔵
に
軽
め
置
か
せ
る
と
い
う
行
為
を
ど
う
位
置
づ
け
る
べ
き
か
、
さ

ら
に
考
察
を
深
め
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
厳
島
神
社
で
は
、
宝
蔵
は
重
宝
を
保
管

す
る
た
め
の
特
別
空
問
で
あ
り
、
錠
を
降
ろ
し
て
厳
重
な
管
理
が
な
さ
れ
て
い

た
。
宝
蔵
に
寄
進
物
を
納
め
る
時
に
は
神
前
で
楽
を
奏
し
「
清
は
ら
い
」
を
執
り

行
う
な
ど
、
人
の
物
か
ら
厳
島
大
明
神
の
神
物
に
転
換
す
る
儀
式
が
不
可
欠
で
あ

り
、
逆
に
宝
蔵
に
籠
め
ら
れ
て
い
る
神
物
を
請
け
出
す
時
に
は
、
籔
を
引
い
て
大

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め
　

明
神
の
神
意
を
う
か
が
う
こ
と
が
慣
わ
し
に
な
っ
て
い
た
と
言
う
。
永
代
の
神
物

と
し
て
宝
蔵
に
籠
め
置
く
こ
と
を
願
う
宝
蔵
信
仰
が
高
ま
り
を
み
せ
る
の
は
戦
国

後
期
の
毛
利
氏
の
治
世
下
に
お
い
て
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
長
期
保
存
へ
の
期
待
だ

け
で
は
な
く
、
厳
島
大
明
神
の
神
威
を
も
っ
て
神
社
内
外
の
秩
序
を
維
持
す
る
ね

ら
い
が
含
ま
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
。

　
大
山
祇
神
社
に
お
い
て
も
、
文
書
を
宝
蔵
に
籠
め
置
く
と
い
う
行
為
は
中
世
以

来
の
も
の
で
あ
っ
た
と
想
定
で
き
る
。
本
稿
で
は
中
世
段
階
に
お
け
る
当
社
の
宝

蔵
の
位
置
づ
け
や
歴
史
的
変
遷
を
明
確
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
が
、
三
島

大
明
神
の
神
慮
に
か
な
う
重
書
が
宝
蔵
に
納
め
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
各
社
家
か

ら
宝
蔵
に
納
め
ら
れ
た
文
書
の
位
置
、
、
つ
け
や
、
宝
蔵
文
書
と
社
家
相
伝
の
文
書
の

関
連
性
を
探
る
こ
と
は
、
当
社
に
お
け
る
神
社
組
織
の
特
徴
や
社
家
の
あ
り
方
、

社
家
の
相
互
関
係
な
ど
を
解
明
す
る
た
め
に
も
重
要
な
課
題
と
言
え
る
。
神
社
史

研
究
全
体
を
進
展
さ
せ
て
い
く
た
め
に
も
、
神
社
史
料
に
関
す
る
研
究
の
深
化
が

期
待
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

注（
1
）
近
年
の
研
究
成
果
と
し
て
注
目
す
べ
き
も
の
に
、
村
井
章
介
編
『
中
世
東
国
武
家
文
書

　
の
研
究
　
白
河
結
城
家
文
書
の
成
立
と
伝
承
』
（
高
志
書
院
、
二
〇
〇
八
年
）
や
松
井
輝
昭

　
『
厳
島
文
書
伝
来
の
研
究
　
中
世
文
書
管
理
史
論
』
（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
八
年
）
な
ど

　
が
あ
る
。
）

（
2
）
近
年
の
研
究
と
し
て
、
山
本
高
志
「
三
島
心
祝
氏
に
つ
い
て
」
（
『
伊
予
史
談
』
三
五
三
、
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二
〇
〇
九
年
）
、
同
「
南
北
朝
前
後
の
大
宮
家
一
「
尼
祐
林
譲
状
案
」
と
祝
安
親
を
中
心
に

　
一
」
（
『
伊
予
史
談
』
三
五
七
、
二
〇
一
〇
年
）
、
磯
川
い
ず
み
「
大
愚
関
係
文
書
の
基
礎
的

　
考
察
1
「
三
島
宮
御
鎮
座
本
甲
」
と
の
関
連
か
ら
一
」
（
『
伊
予
史
談
』
三
五
九
、
二
〇
一

　
〇
年
）
な
ど
が
あ
る
。

（
3
）
本
稿
で
は
、
大
山
祇
神
社
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
文
書
を
総
体
と
し
て
「
大
山
祇
神
社
文

　
書
」
と
呼
ぶ
。
そ
し
て
、
「
大
山
祇
神
社
文
書
」
に
含
ま
れ
る
中
世
文
書
は
、
「
三
島
田
文

　
書
」
「
大
山
積
神
社
文
書
」
「
新
出
大
山
祇
神
社
文
書
」
の
三
つ
の
文
書
群
か
ら
構
成
さ
れ

　
る
も
の
と
捉
え
て
論
を
進
め
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

（
4
）
井
上
寛
司
氏
は
、
神
社
史
料
の
も
つ
特
異
な
性
格
を
指
摘
し
、
厳
密
な
古
文
書
学
的
な

　
検
討
の
必
要
性
を
論
じ
て
い
る
（
井
上
寛
司
「
中
世
諸
国
一
宮
制
研
究
の
現
状
と
課
題
」
『
中

　
世
諸
国
一
宮
制
の
基
礎
的
研
究
』
岩
田
書
院
、
二
〇
〇
〇
年
）
。

（
5
）
景
浦
勉
「
中
世
文
書
解
題
」
（
『
大
山
祇
神
社
文
書
目
録
　
第
一
集
　
一
愛
媛
県
古
文
書

　
緊
急
調
査
報
告
書
第
一
審
1
』
］
九
八
五
年
）
三
四
頁
。

（
6
）
景
浦
前
掲
論
文
。

（
7
）
磯
川
い
ず
み
氏
は
、
「
新
出
大
山
祇
神
社
文
書
」
に
見
え
る
こ
う
し
た
書
き
込
み
に
関
し

　
て
、
三
島
大
医
氏
が
菅
家
の
文
書
を
借
用
し
て
写
を
作
成
し
た
も
の
と
解
釈
し
て
い
る
（
磯

　
川
前
掲
論
文
）
、

（
8
）
こ
の
史
料
に
連
署
し
た
十
一
名
の
者
た
ち
が
、
近
世
初
頭
に
お
け
る
当
社
の
社
家
を
構

　
成
す
る
面
々
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
磯
川
前
掲
論
文
に
よ
れ
ば
、
明
治
四
年
に
松
山

　
市
に
提
出
さ
れ
た
書
類
に
よ
れ
ば
、
当
社
に
は
二
十
八
の
社
家
・
社
役
が
あ
り
、
越
智
姓

　
と
菅
原
姓
の
社
家
に
大
別
さ
れ
る
と
い
う
。

（
9
）
室
町
期
に
作
成
さ
れ
た
と
さ
れ
る
「
大
山
祇
神
社
境
内
図
」
に
は
七
十
余
り
の
建
物
が

　
見
え
る
が
、
鳥
居
か
ら
伸
び
る
参
道
が
回
廊
付
き
の
門
に
突
き
当
た
る
地
点
の
左
手
に
「
宝

　
倉
」
と
記
載
さ
れ
た
建
物
が
描
か
れ
て
お
り
、
こ
れ
が
「
大
山
紙
神
社
文
書
」
に
見
え
る

　
宝
蔵
に
相
当
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
！
0
）
磯
川
前
掲
論
文
。

（
1
1
）
『
伊
予
三
島
縁
起
』
に
よ
れ
ば
、
元
亨
二
年
正
月
十
九
日
の
夜
に
火
災
が
起
こ
り
、
大
小

　
二
三
七
十
一
社
・
三
蔵
・
一
切
経
蔵
・
神
宮
寺
以
下
の
堂
塔
僧
坊
・
社
人
屋
舎
な
ど
五
百

　
余
り
が
】
時
に
焼
失
し
た
と
さ
π
る
。
『
三
島
宮
御
三
座
本
縁
』
に
は
、
こ
の
日
の
火
災
で

　
焼
失
し
た
の
は
「
大
小
蔵
置
井
宝
蔵
・
経
蔵
・
御
蔵
・
諸
役
所
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
一

　
方
、
「
大
三
島
東
円
坊
文
書
」
で
は
火
災
の
起
き
た
の
は
正
月
十
七
日
置
夜
と
し
（
『
集
成
』

　
二
二
頁
）
、
『
予
章
記
』
に
お
い
て
は
元
亨
三
年
の
出
来
事
と
記
す
な
ど
、
日
時
の
違
い
が

　
認
め
ら
れ
る
。

（
1
2
）
①
②
⑬
の
三
通
の
文
書
が
も
と
は
菅
家
に
伝
来
し
た
文
書
で
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、

　
既
に
磯
川
い
ず
み
氏
の
指
摘
が
あ
り
、
氏
は
近
世
に
入
る
頃
に
菅
家
の
文
書
が
三
島
心
祝

　
氏
の
家
に
移
動
し
た
も
の
と
解
釈
さ
れ
る
（
磯
川
前
掲
論
文
）
。
菅
家
に
伝
来
し
た
文
書
で

　
あ
る
こ
と
は
そ
の
通
り
で
あ
る
が
（
①
②
は
菅
千
九
郎
大
夫
家
、
⑬
は
菅
曲
豆
前
家
）
、
本
稿

　
で
述
べ
た
よ
う
に
そ
の
後
の
推
移
は
も
う
少
し
複
雑
で
あ
る
。
②
⑬
は
貞
享
三
年
に
各
社

　
家
か
ら
神
社
の
宝
蔵
に
籠
め
置
か
れ
、
①
は
菅
家
の
私
宅
に
残
さ
れ
た
。
宝
蔵
に
収
納
さ

　
れ
た
文
書
や
菅
家
の
私
宅
に
あ
っ
た
よ
う
な
文
書
が
、
大
土
氏
の
管
理
下
に
置
か
れ
る
の

　
は
、
さ
ら
に
時
代
を
下
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

（
1
3
）
松
井
前
掲
書
。

（
1
4
）
井
原
今
朝
男
「
神
社
史
料
の
諸
問
題
一
諏
訪
神
社
関
係
史
料
を
中
心
に
一
」
『
国
立
歴
史

　
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
一
四
八
、
二
〇
〇
八
年
。

（
1
5
）
徳
永
健
太
郎
「
書
評
と
紹
介
・
松
井
輝
昭
著
『
厳
島
文
書
伝
来
の
研
究
　
中
世
文
書
管

　
理
史
論
』
」
『
日
本
歴
史
』
七
四
七
、
二
〇
一
〇
年
）
。

（
1
6
）
松
井
前
掲
書
。

［
付
記
］
「
大
山
祇
神
社
文
書
」
の
写
真
版
コ
ピ
ー
の
提
供
・
解
読
を
は
じ
め
、
本
稿
を

な
す
に
あ
た
っ
て
は
全
面
的
に
定
成
隆
氏
の
御
教
示
を
得
た
。
記
し
て
謝
意
を
表
す

次
第
で
あ
る
。
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